
 

１．件名：「日本原燃(株)の設工認申請に係るヒアリング（MOX 燃料加工施設（1-

120））」 

 

２．日時：令和４年４月２８日（木） １３時３０分～１６時１５分 

 

３．場所：原子力規制庁 １０階会議室（TV 会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

核燃料施設審査部門 

（原子力規制部新基準適合性審査チーム） 

原子力規制部新基準適合性審査チーム） 

岸野主任安全審査官、津金主任安全審査官、羽場崎主任安全規制管理官、

上出安全審査官、武田安全審査官、森野安全審査専門職 

日本原燃株式会社 高松 理事  燃料製造事業部 副事業部長 他 11 名 

東京電力ホールディングス株式会社 原子燃料サイクル部  

サイクル技術グループ チームリーダー 他 1名 

関西電力株式会社 原子力事業本部 原子燃料部門  

原燃計画グループリーダー 

中部電力株式会社 原子燃料サイクル部 サイクル戦略グループ 課長  

他 1 名 

九州電力株式会社 原子燃料技術グループ 副長 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料 

  なし 

 

参考 

・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和２年１

２月２４日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所再処理施設の設計及び工事の計画の変更の

認可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html 



・ 日本原燃株式会社 ＭＯＸ燃料工場 規制法令及び通達に係る文書（令和２年

１２月２４日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所 MOX 燃料加工施設の設計及び工事の計画の

変更の認可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000124.html 

・ 令和４年４月１５日 

「日本原燃(株) 再処理施設、MOX 施設、濃縮施設の設工認申請に関する資料提

出」 

 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 はい。録音開始しました。 

0:00:03 それでは、4 月 28 日のヒアリングを始めます。本件については、令和 2

年 12 月 24 日に申請のありました、日本原燃のＭＯＸ施設に関する設工

認、 

0:00:17 の説明を受けるものです。こちらの出席者としましては本庁会議室側か

らキシノが参加しておりまして、上からツガネ、カミデ、 

0:00:29 タケダモリノとなっております。日本原燃の方から出席者の紹介と、そ

れと、 

0:00:37 当資料、資料の昨日までの状況東京の大会状況の説明お願いします。 

0:00:43 はい。日本原燃仲間でございます。 

0:00:46 日本原燃側の出席者を紹介いたします。 

0:00:51 タカマツ。 

0:00:52 タニグチ。 

0:00:53 イトウ。 

0:00:54 イシハラ。 

0:00:56 カサモ。 

0:00:57 村上。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:00:58 宮本。 

0:01:00 宇野。 

0:01:01 富樫。 

0:01:03 長谷 

0:01:04 スガワラ。 

0:01:06 クドウ。 

0:01:07 村田。 

0:01:09 大館。 

0:01:11 佐川。 

0:01:12 キクチとなってございます。 

0:01:16 本日ご紹介、ご確認いただきます資料は、 

0:01:21 画面に今共有させていただいてます。共通 00 シリーズの 

0:01:25 1 番 00－02。 

0:01:27 津波 00－02。 

0:01:30 そういう時、昨日、Ａの残りでございます。地震の 00－02。 

0:01:37 以上三つの 

0:01:39 それぞれシリーズを説明させていただきたいと思います。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:01:44 よろしければ、一番 00－02 から開始させていただきたいんですけれど

もよろしいでしょうか。 

0:01:51 安全。 

0:01:55 はい。それでは 10 番 002 から 

0:02:05 業務のクドウです。こちら、10 番 00－0 につきましては、まず、別紙 1

からのご説明とさせていただきますけれども、 

0:02:16 基本設計方針について、これまで発電炉と同様に、ＤＢとＳＡ手法とし

て、あわせて記載しておりましたけれども、許可の記載に合わせまし

て、別々に構成した上で、 

0:02:28 応答の記載を追加しまして、共通のものとして、建物構築物の定員を明

確化してございます。また、体裁につきましては、前回から他条文等も

含めて、 

0:02:40 制限をさせたものでございます。追加の説明は以上となります。 

0:02:47 はい。それでは本件について事実確認をお願いします。 

0:02:56 規制庁カミデです別紙 1 は特に、 

0:03:03 特段確認事項はなくて、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:03:06 あれですかねそのあと、別紙 2 は、昨日耐震でやったものと一緒で別紙

3 も、昨日見たものと一緒っていうことでいいんですかね。 

0:03:21 ドーム部です。その通りでございます基本的に、別紙 1 に市田すいませ

ん。失礼しました。水戸さんにつきましては、 

0:03:32 牟田さんとですね、あと 5、につきましては、昨日の地震 00－01 と内

容は同じものとなってございます。 

0:03:45 はい。規制庁、網です。あと、あれですかね、別紙 4－1 も昨日見たも

のの抜粋だからっていうことですよね。 

0:03:58 4ｍクドウです。資料の 1 もそうです地盤に特化した内容で、抜粋と版

となってございます。 

0:04:10 はい。規制庁上出です。 

0:04:14 それであれば、 

0:04:18 もう、 

0:04:21 岡野辺氏に高さんのコメントを同じように展開してもらう必要がある

し、別紙 4－1 も昨日の花Ｃをまたスウェイ展開してもらうっていう形

だと思うので、 

0:04:34 それだと 4－2。 
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発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:04:37 の説明にしてもらえればと思いますが、 

0:04:42 よろしいですか。 

0:04:44 はい。承知いたしました。 

0:04:55 日本原燃の工藤でございます。別紙 4－2 でございますけれども、4 につ

きましては、添付 4－1－1、耐震設計の基本方針に基づきまして、 

0:05:07 松江の比較した上で 4－1－1－2 の地盤の姿勢に係る基本方針について

展開しているものでございます。 

0:05:15 基本、特にですね、 

0:05:19 修正点は前回の米、ヒアリングコメントを踏まえて、修正した内容とな

ってございます。以上です。 

0:05:45 はい。それでは規制庁側から事実確認があればお願いします。 

0:06:01 と、別紙 4－2 については、 

0:06:03 よろしいでしょうか。 

0:06:05 規制庁上出です。何か森野さんから、ある程度あるのかなと思ったんで

すけど、だけど私から話しますが、 

0:06:15 あ、すいませんちょっとパソコンの調子が悪くてまだちょっと追えない

ので、先にお願いしてもよろしいでしょうか。 
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0:06:23 はい、規制庁上出です。ちょっと私の方から何点か、 

0:06:28 別紙 4－2 ですよね 

0:06:36 まず 

0:06:42 39 ページですけど、 

0:06:49 下のさ、一番下の／ｄａｙ規格の話があって、またはで繋がってるんで

すけど、 

0:06:57 これの使い分け系の考え方っていうのはどういうふうになってるのかっ

ていうのを説明してもらっていいですか。 

0:07:11 営業部門工藤でございます。こちらの方に使うわけでございますけれど

も、右の備考にもあります通り、地盤の平板災禍試験を実施している場

合につきましては、 

0:07:23 その結果を適用するということで、それ、していない場合につきまして

は、使用前検査なりの結果がありますので、 

0:07:34 そちらの試験データから基礎指針の算定式に基づいて算定すると、いう

ような使い分けでございます。 

0:07:44 規制庁カミデです。まずそれは備考にこの書類の備考にだけ書いてあれ

ばいいっていうことなんですかね。なんか何ページか後に、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:07:54 関連した内容があるような気もしたんですけど、この備考だけですか。 

0:08:00 音源のクドウでございます。そちらの内容につきましては 44 ページに

ですね、直接基礎の支持力度、すいません地盤の支持力度ですね。 

0:08:11 ということで、の記載をさせていただいております。 

0:08:22 と規制庁カミデです。高谷。 

0:08:25 既設工認っていうのが、申請書に出てきますけどこれは市、いつの、 

0:08:35 いつのものなのかっていうのは申請書全体ではまず明確になるっていう

ことでいいですか。 

0:08:51 日本、少々お待ちください。 

0:09:02 業務部でございます。 

0:09:06 全体。 

0:09:08 というところで、ちょっと書いているかどうか、ちょっとまだ我々把握

はしてませんけれども、 

0:09:16 そ、既設購入というのはちょっと全体を見て、は把握はできないかと思

っております。 

0:09:25 日本原燃笠間ですけど。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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0:09:27 全体でこの添付書類について適切購入がどの申請などの既設工認かって

いうのが、 

0:09:34 わかるようにはなってませんので、 

0:09:37 衛藤。 

0:09:39 ここ特定する場合はこの添付書類で書く必要があると考えてます。 

0:09:45 あと、規制庁カミデです 

0:09:48 耐震だけなんですかね既設工認の話を、基本方針に持ってくる書いてし

まうっていうのは、 

0:09:55 今、 

0:09:57 足がゆえにカサモですけど、地震と津波と、 

0:10:02 地盤をレビューしたんですけど、 

0:10:04 ＭＯＸ側で既工認を呼び込んでるのはこの地盤だけだと考えてます。 

0:10:13 はい。規制庁深見です。逆に他再処理とかだと、あるっていうことだけ

ですねいるんでしょうか。すいません再処理はありますその書き方はち

ょっと統一しないといけないですねすいません。 

0:10:29 はい。規制庁菅です。だから、何か最初にとカーでやってるような、同

じような整理で、既設工認っていう言葉を使って大丈夫なように、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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0:10:42 手当をするんであればとりあえずは、ここの記載でもいいかと思います

し、他の言葉で書いてっていう気もしますけどその辺はお任せしますの

で、使う場合はきちんと 

0:10:57 明確にやらないと、この工認が認可されたら、この子にもまた、既設校

になっちゃうのでそういうことが起きないように、まずは明確にして、 

0:11:08 できるように、手当をしてもらえればと思いますが、よろしいですか。 

0:11:13 日本原燃カサモです。はい。衛藤再処理等、個別のルールということ

で、施策検討させていただきます。 

0:11:24 はい。規制庁上出です。それで、この分子 4.1 の名称のまた書きなんで

すけど、 

0:11:33 使用前検査を実施していない場合、 

0:11:37 ていうのは、 

0:11:42 これは審査。 

0:11:44 今後あり得るし、今回も草進出はないのかな。勤怠とかがそういうこと

になるんですかね。 

0:11:57 秋丸さん、どうぞ。 

0:11:59 はい。その通り。勤怠となが対象になります。 
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0:12:07 規制庁上出です。勤怠は 

0:12:13 これからだから、 

0:12:17 今度開いた再貸県に行ってやってるっていう、そういう、それはとりあ

えず間違いないですか、事実関係として。 

0:12:28 文面クドウでございます。お聞きして、これに関する審査街道に基づき

ますと、平板裁可試験をするというふうに記載、今現在なってございま

すので、 

0:12:41 基本的に今後やるものにつきましては、坂采華試験を実施するというこ

とで、このような記載としてございます。 

0:12:52 と規制庁カミデです書きぶりの問題な気もしますけど、そういうことで

あれば基本的には開いた裁可試験っていうのが基本で、ただ 

0:13:08 既工認でそういうものをやってるものは使えますっていうことなんだと

すると、ちょっと順番が逆で、なおかつ使用前検査だったりを使うって

いう時にはこういう理由で、 

0:13:21 妥当妥当なんだっていうのがわかるようにですね書いてもらった方がい

いんじゃないかと思いますけどいかがですか。 

0:13:31 業務にクドウです。 
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0:13:34 おっしゃるように態度には平板災禍試験というふうに書いてございます

ので、基本的なものとして、底盤再開試験をする、また別途しているも

のんつい、 

0:13:47 ではというふうな構成ですね、見直したいと思います。 

0:13:56 はい。規制庁上手です。 

0:13:58 それで、 

0:14:02 また 40 ページに戻りますが、 

0:14:08 すいません衛藤元の前に 44 ページ僕も確認してよろしいですか。 

0:14:21 以下、 

0:14:22 赤嶺さんすいません、僕も 44 ページで 1 個、確認もちょっとはさせて

いただきます。 

0:14:30 4－1 のなお書きのところなんですけれども、ＭＭＲについてはっていう

ところで鷹架層とその同等の理系の特性を有するっていうことを書いて

いて、 

0:14:40 それで備考欄のところにも、ＭＭＲついてる岩盤相当ですっていうこと

を書いてるんですけど、これまでの説明だと、岩盤相当、 
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0:14:50 10 よりかはその高さこそ片方舗装の極限支持力及びＭＭＲのおっきいっ

ていう話を、 

0:14:58 ずっと聞いていたかと思いますけれども、その適用、 

0:15:03 鷹架層の極限支持力度を適用するにあたっては多分ＭＭＲの方が、箱よ

り大きいので、鷹架層の極限支持力度を適用して、その代表性があるっ

ていうことを言わないといけないと思うんですけど、そこについては現

状いかがでしょうか。 

0:15:28 明日しばらくお待ちください。 

0:15:31 日本原燃の宇野でございます。実際にはＭＭＲのがですね強度特性は高

いものでございますが、実際の基礎制定版からＭＭＲを伝達してです

ね、 

0:15:42 土岐地盤、高放送の方に伝達するということで、鷹架層の極限支持力で

示させていただいてるということでございます。 

0:15:52 規制庁の飯野です。その伝達の関係は理解しているつもりなんですけれ

ども。そう。 

0:16:02 いうことであると、その鷹架層の極限種々所磁力を、等を適用するって

いうことが適用するっていうこの表現の方が正しいということでいい。 
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0:16:14 よろしいですか。 

0:16:17 日本原燃の宇野でございますその表現で正しいと思います。はい。 

0:16:24 わかりました。はい。わかりました。すいません上出さんお戻ししま

す。 

0:16:30 規制庁上出です。すいません今のところって、このなお書きの記載は正

しいっていうところで結論に至ったんでしたっけ。 

0:16:45 規制庁森野です原燃からその回答があったと認識しています。 

0:16:54 規制庁上出ですこの直樹ですけど。 

0:16:59 マンメイドロックっていうのは、 

0:17:02 鷹架層と同等の力学特性、 

0:17:07 目指すっていうかそういう設計にするっていうところが、 

0:17:11 ＭＭＲと設計方針だということなんですかね。 

0:17:18 日本原燃の宇野でございます。 

0:17:20 実際にＭＭＲの使い方というのはですね全面的にＭＭＲ使うというより

はですね、鷹架層がですね若干底盤から欠けているような部分につきま

してはその補強の形でですね、 
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0:17:35 ＭＭＲを入れてるというふうな観点からですね、ここでは、同様の同等

の力学特性を示していて、実際には鷹架層の極限支持力というもので、 

0:17:47 建屋自体は支持してるというふうなことで書いてございます。 

0:17:54 あと、規制庁カミデですマーメイドロックの強度とかを確か使用表にも

書いてあったと思うんですけど 

0:18:03 仕様表に書いてある値っていうのは鷹架層と同じになるように定めた値

かってことですか。 

0:18:12 日本原燃の宇野でございます。 

0:18:15 マーメイドロックにつきましては、非配合コンクリートの基準に則って

おりまして、岩盤の強度とは若干異なるものでございます。 

0:18:27 と規制庁カミデずなかなか趣旨が伝わらないようなんで、もう少し話を

しますけど、要はまずはマンメイドロックをどういうふうに設計するん

だっていう設計方針がまず申請書のどこかに 

0:18:42 なくちゃいけなくて、ここで書くことではないのかもしれないですけど

まずはその考え方をちゃんと示してくださいと。その上で、 

0:18:53 こちらの思いとしてはおそらく鷹架層よりも強いところを、より強度が

出るように、マーメイドロックっていうのはつく目指しているものだと
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思ってますから、そういう意味だと同等の力学特性っていうよりはもう

ちょっとふさわしい言葉があるんじゃないかと思って聞い 

0:19:12 てますけどこれで問題意識は伝わりましたかね。 

0:19:18 日本原燃の楊でございます。承知いたしました。 

0:19:26 はい。規制庁上出です。 

0:19:30 ちょっとじゃ、続けてというか 40 ページに戻って話をしますけど、 

0:19:38 これも同じような話で、3.2．1 っていうので、 

0:19:46 必要に応じて、直下または近傍のってな、あるんですけどこの必要に応

じてっていうところを書き下したところを説明してください。 

0:20:07 少々お待ちください。 

0:20:45 日本原燃の宇野でございます。その辺の記述はですね、第 1 回目の一番

当初のころはですね平均地盤モデルを使うということで話を進めたんで

すって言ったんですが、 

0:20:57 今回ですねＰＡ建屋につきましては、直下モデルでＢＯＡボーリングの

直下モデルでですね、速度構造等を設計するということで、こういうふ

うな記述にさせていただきました。 

0:21:14 規制庁、カミデです。 
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0:21:19 なかなか質問に答えてもらえないなと思ってるんですけど。 

0:21:25 必要に応じてっていうのをどう書き下しましたかっていうことに対して

今の回答は、燃料加工建屋の話を、 

0:21:34 なんだからっていうことなんですけどそうすると、この必要に応じてっ

ていうのを取って燃料加工建屋だけの記載にしますってそういうことを

言ってるんですか。 

0:21:46 日本原燃の宇野でございます。燃料立てにつきましてはもうこの必要に

応じてってのは不要でございます。はい。 

0:21:57 はい。規制庁カミデです。そういう記載をするんであれば今度勤怠はど

うするんだっていう話がありますし、あと、 

0:22:08 多分堂々もこれに含んでるんですよね今話をしている中で、実際計算書

は出てこないですけど、いいなと。 

0:22:16 それも含めた、燃料加工建屋の話をするんであればそれはそれが原料加

工建屋以外をどうするのかっていう質問にまたなっちゃうんですけどそ

の辺はどうですか。 

0:22:28 日本原燃の日本原燃の海野でございます。 

0:22:32 その辺はですね、今、一生懸命検討してる最中でございまして、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:22:38 それも含めた形でですねちょっと必要に応じてというふうな、 

0:22:44 方形でですね書かせていただいてございまして、すべてが直下及び周辺

ということでございませんので、ちょっとこの辺の書き振りっぷりをで

すねもう少し考えさせていただきたいと思います。 

0:23:02 藤規制庁カミデです 

0:23:06 普段のヒアリングヒアリングであればとは思いないようなんですけど、 

0:23:16 今回はＭＯＸワーちゃんと一式見ましたと言って、一色、耳そろえて出

すと言って出てきたものの一つ。 

0:23:27 ですから、 

0:23:29 聞かれてからここは今困ってるんです検討中なんですって言わ 0 てしま

うと、 

0:23:37 全然信用できないっていう話になりますし、 

0:23:42 あとは 

0:23:43 昨日も話し、同じヒアリングをして、今日のところは冒頭の説明のとこ

ろで、昨日の指摘を水平展開したことを、何かありますか、何かある

か。 
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0:23:57 見ておきますみたいな話をしてましたけど、特に一番はただ、コメント

を反映しましたっていうだけですし、 

0:24:10 ちょっと対応として、何か聞いてる話と大分違うなと。 

0:24:15 思ってますけどそのあたり、どなたが説明できる人いますか。 

0:24:23 日本原燃笠間です。衛藤田井申し訳ありませんでした。昨日も、 

0:24:28 反映と展開についてはちょっと地震 00－02 で、 

0:24:31 江藤、説明をして、一番の 0002 については、地震と同じ 

0:24:38 問題での水平展開はないと考えて本日このような説明をしましたが、

今、ご指摘いただいた内容の回答等を踏まえ、検討が十分じゃないとこ

ろも、 

0:24:50 あります。そういったところの、 

0:24:52 精査も、 

0:24:54 水平展開としてしますということを、 

0:24:58 伝えてまたその内容を見た上で、本日のヒアリングするべきでした。申

し訳ありませんでした。 

0:25:12 はい。規制庁梶です。それで最初に聞いた、要は中途半端なものを出し

てきてるっていうことに対しては、どういうふうに、 
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0:25:24 どういうそちらの認識なのかっていうのとあと、 

0:25:29 じゃあここはいつまでに整理するのかっていうところぐらいは、説明し

てもらわないとって感じはしますけど。 

0:25:37 いかがですか。 

0:25:38 10 年カサモです。ちょっと私のレビューでも必要に応じてっていう記載

をそんなに流してしまっていて、 

0:25:46 衛藤。 

0:25:47 今回の申請の設計として十分かどうかという確認が不十分でした。で、

今回燃料加工建屋の設計としてショッカー。 

0:25:58 または近傍のボーリング結果に基づき設定するということならその旨を

書いて、他のことが決まっていないのなら工事会で示すと、そういう書

類にすべきだと考えますので、 

0:26:08 どういった内容で、 

0:26:10 中操 

0:26:12 分とします。また他にも同じような活動がないか確認して対応します。 

0:26:22 はい。規制庁カミデです。まずカサゴさんのレビュアーとしての視点で

すけど今回要は、こういうホールド場所がないという話。 
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0:26:35 を前提に見られて行ったんだと思っていてもともと 

0:26:40 ここがまだ決まってないんだとか、ここはまだ検討中みたいなところ

が、 

0:26:50 認識があれば何らか手当をしたってレビューワーとしてはそういうこと

ですか。 

0:26:56 はい。申し訳ありません日本語として読んで、ここがホールドポイント

が残ってるっていう認識がなかったってのは事実ですいません。 

0:27:08 規制庁、上出です。 

0:27:12 その辺、 

0:27:13 おそらくレビューする人全員が、見てわかるかといったら当然わからな

くて、 

0:27:21 担当 

0:27:23 方から、ビューアー名に対して何か説明を多分、レビューを依頼すると

きに、そういう事情があればちゃんと伝えてもらうっていうのが、 

0:27:36 主、普通に仕事したら当たり前のことだと思うので、 
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0:27:44 とりあえずそういうことはちゃんとやらないと幾らレビューをしっかり

しますとか、レビューできる人をふやしますと言ってもいつまでたって

も 

0:27:54 中途半端なものは、結局出てせ、何の説明もなくこちらに出てきて、今

日みたいなヒアリングになっちゃうっていうことの繰り返しになってし

まうと思いますから、 

0:28:08 そのあたりですねきちんと 

0:28:12 耐震とか地盤に限らず、ちゃんと対応いただければと思いますけど、よ

ろしいですか。 

0:28:19 日本原燃カサモです。 

0:28:21 私、昨日今日、 

0:28:24 大分、 

0:28:25 反省勉強しておりますので、 

0:28:28 あと地震地盤以外のレビューワーにも、 

0:28:31 この経験は今日の朝も一部で伝えました。 

0:28:35 そのあとも、 
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0:28:36 ＲＥＶＩＡＮに使えますし、当然、今神さんがおっしゃったように、作

成者からのこと付けがないと見えない部分もありますので、 

0:28:44 そういったことでレベルの、 

0:28:46 精度向上。 

0:28:48 に働きかけしたいと思います。 

0:28:53 はい。規制庁上出ですよろしくお願いします。ちょっと先に進めますけ

ど、 

0:29:03 42 ページで、 

0:29:09 これあれですね先ほど話をしたマーメイドロックってのはそもそもどう

いう設計方針するのかってここうに書いてある話だから 

0:29:19 多分、先ほどここにちゃんと書いてありますっていう。 

0:29:24 でもこれはあれですね解析用物性値仲間とちょっとマーメイドロックと

の、 

0:29:31 設計方針という意味ではまたもうちょっと書きぶりを考え、各場所と

か、各内容考えていただくっていうことだと思いますけど、 

0:29:42 聞きたかったのはこの左の欄の 3－1－1 の欄か、この辺りずっと空白な

んですよねこの次のページもその次も、 
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0:29:54 この辺ってどういう関係なんでしたっけ。 

0:30:03 日本原燃工藤です。ずっと 3－1 の一井ではですね、基本的には地盤の

支持性能ということで、シリーズを食う、支持性能に係る 

0:30:16 内容を保全的なものを記載しているというところで、それに訓練すると

ころというところで 3、1－1－2。 

0:30:27 今日、特にはですね 40 ページだとか、そういったところの支持力の話

であったり気浄化の話っていうところが、特に関連するというところ

で、横並びで書いてますけれども、 

0:30:41 基本的には支持性能という意味では、全体この 4－1－1 の 3－1－1－2

に、 

0:30:47 関連するというところで、3－1－1 年はこの空欄にしているというよう

な状況でございます。 

0:31:01 この規制庁カミデちょっと説明がよくわからなかったんですけど、 

0:31:09 例えば 43 ページだと地下水の設定方針。 

0:31:13 ですよねこれが、 

0:31:15 何でここでしか出てこないのか、上流の方針になぜ出てこないのかって

いうのがよくわからないんですが説明してもらえますか。 
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0:31:32 業務部でございます。3－1－1 では申請の全般の話をしておりまして、

それをかみ砕いて、3－1－1－2 では物性値であったり地下水の設定だっ

たりっていう話に、 

0:31:46 展開していくので、その 3－1－1 では支持性能を全般的に記載がしてあ

るというところで、こういう横並び整理となってございます。 

0:31:59 規制庁カミデ裾野支持性能全般の記載っていうのはどれですか。何ペー

ジのところですか。 

0:32:11 うん。分業名クドウでございます。40 ページの 3－1 にあります 1 にあ

ります、支持性能ですね。ここの全般、このここに内容としては、 

0:32:25 全部が含まれると。 

0:32:28 それを噛み砕いて 3－1－1－2 に、それぞれの項目に展開しているとい

う構成でございます。 

0:32:40 規制庁上出です。 

0:32:45 開き方の問題。 

0:32:48 もあるような気もしますけど、 

0:32:53 向後と新居。 
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0:32:55 整理するっていうものでもないですね、参考で参考は 40 ページに紐づ

いてますっていうのはまあ、 

0:33:04 何となくわかりつつ、44 ページの 4 行も、そのあと 45 ページの 5 項 6

項も参考にある本文がそのまま流れてくるってそういう立て付けですか

ってそういう時って、 

0:33:19 こんな書き方で、ルール上合ってるんですかね。 

0:33:24 日本原燃カサモですいません。 

0:33:28 徳田さんおっしゃる通り広告関係の整理のために、 

0:33:32 3－1－1 を横に並べているので、19 記載でもう横に並べ、 

0:33:39 あければな、なんかな、横がないように、 

0:33:41 見えてしまいます。明日、そういった意味で、 

0:33:45 ちょっと確認しやすさっていうのを考えて、関連する記載をここに置く

っていうふうに、ちょっとルールとしては、 

0:33:53 ＩＣのフォロー、 

0:33:57 買いながら横に並べていってるので、同じ記載を 2 回入れる、入れない

っていう所までちょっと細かく設定してなかったんですけど、当然確認

のしやすさっていう観点ではそうすべきだと思いますので、 
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0:34:09 ちょっと対応します。 

0:34:12 あと、規制庁カミデですあんまりこだわるものでもないんですけど 

0:34:19 基本的に 

0:34:21 3－1－1 と 3－11、2 を並べましょう。並べてるっていうのは事業者は

そういうふうにしてきてて要は繋がりをちゃんとみますっていう話の目

的なんだと思って。 

0:34:37 それは添付にちゃんと書き出せてるかっていうことと、添付に書くこと

がちゃんとジョウユウにひもづいて結果形になるようなことがちゃんと

書いてあるかっていうチェックだと思うので、 

0:34:49 何名か並んでないとおかしいんだろうと思います。その上で、 

0:34:58 まず、この 3－112 か発電炉の構成を 

0:35:06 安全に引き継いでいるので、そういう意味で、 

0:35:11 何かいろいろそごが出てるのかなっていう気もしますんで、発電所に合

わせがお住まいはそちらの自由ですけど、少なくともちゃんと本文添付

は本文じゃないですね。 

0:35:25 基本方針側とそれに紐づく添付の 4－2、4－1 と 4－2 の関係だけはちゃ

んと見て、 
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0:35:35 両方に過不足がないかっていうのを整理してまた示してもらえればと思

いますので、よろしくお願いします。 

0:35:46 日本原燃工藤です。はい。3－1－1 からその 3－1－1－2 構成全体の構

成につきまして、検討させていただきたいと思います。 

0:36:03 はい、規制庁赤嶺です。あと 42 ページのＭＭＲの話はこれは、同同様

のマーメイドロックっていうことでいいんですかね。 

0:36:16 日本原燃の深山でその通りでございますこれはマーメイドロック自体の

設計基準強度を使って、床応答の解析をキリンさんの方に送って、 

0:36:29 ここの規格はこういうふうに記載をしております。 

0:36:35 はい。規制庁可児です。わかりました。次 43 ページですけど、 

0:36:45 愛知河成排水設備の話で、 

0:36:52 実用炉側は（1）のところで、 

0:36:56 チャン水排水設備を設置するって言ってて、 

0:37:03 ＭＯＸ側は、地下水排水設備による水位低下を考慮しているっていう言

い方で、ちょっと言い方が違っていて、設工認っていう意味だと 

0:37:16 まずはこれを設置するんだっていうことをちゃんとうたわなきゃいけな

いんじゃないかなって思いますけどそのあたりはいかがですか。 
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0:37:38 日本原燃工藤です。はい。確かに設工認という意味では、まずを設置し

ますという話があって、 

0:37:48 その中で、囲まれている建物構築物、斎木勝也設備に囲まれている建物

構築物、 

0:37:55 についてはという流れにした方が、わかりやすいかなと思いますので、

少し今の記載の記載を検討したいと思います。 

0:38:07 糖尿下の草間です。3－1－1－1 で、 

0:38:11 設置すると書いておりますのでその繋がりを含めて検討させた修正しま

す。 

0:38:23 はい。規制庁カミデさんの整理をしてください。で、 

0:38:27 次に、 

0:38:30 44 ページ。 

0:38:34 ですけど、これは、 

0:38:39 これはさっき話をしたところだから、 

0:38:44 この辺はわかるようにしてもらいつつなんですけどちょっと申請対象っ

ていう意味で 
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0:38:52 燃料加工建屋があって緊対があって、あと道道もスコープに入ってると

思うんですけど、 

0:38:59 昨日もちょっと話しましたけど、エネルギー管理建屋っていうのは申請

対象には入んないんでしたっけ。 

0:39:12 はい。日本原燃谷口です。現在申請対象ではないというふうな整理をし

ております。 

0:39:20 規制庁上出です。Ｃクラスの施設でもない、要は安全機能を有する施設

ではないってことなんでしたっけ。 

0:39:34 はい。表現のタニグチです。中に設備はいくつか置かれるのはあるんで

すけれども、もう建屋として要求される機能がなくて、申請はいらない

かなというふうに思っておりました。 

0:39:48 と、規制庁カミデその辺りって、 

0:39:51 あれですかね共通シリーズとかでも何か、 

0:39:55 完全に決着はついてないような気もするんですけど、何か。 

0:39:59 ドッカーで説明するつもりとかってあります。 

0:40:08 1.2 億円タニグチです。これはちょっと記憶だけで申し訳ないです。一

度、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:40:14 ご説明をさせていただいて、そういうことで整理しましょうっていうこ

とにしてたかと思うんですちょっとすいません。過去の経緯確認をさせ

てください。 

0:40:25 必要があれば改めてそこをきちんとご説明するっていうことで対応させ

ていただきたいと思います。 

0:40:32 はい。規制庁カミデです私も何かの資料でそんな話をしてて、 

0:40:37 ただ結論的にはどうだったかなと思って今聞いてみただけなのでちょっ

とご理解してもらえればと思います。 

0:40:46 何でそういうことを言ったのかっていうと 

0:40:51 要は、 

0:40:53 ＢでもＣでも方針は書かなきゃいけないっていう中で、 

0:40:58 今回の資料ほとんど、燃料加工建屋を主眼に、一応銅像とかもある程度

見せてみたいな感じがあるんですけど、何かそういう意味で、 

0:41:10 抜け漏れがないのか。 

0:41:13 ていうのがちょっと気になって質問したので、ちょっとどういう整理に

なってるか温めてまた教えてもらえればと思います。 

0:41:24 はい、表面タニグチです。承知いたしました。 
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0:41:36 はい、総会とあと規制庁カミデです。 

0:41:42 あと 45 ページの、 

0:41:47 6.2。 

0:41:50 のなお書き一番下のなお書きなんですけど、 

0:41:56 これって、分割申請の、 

0:42:00 話を書くときに、こういう書き方 2、 

0:42:04 なるっていうのは、ルール上正しいですかねそちらの全般的なルールと

して、 

0:42:15 日本原燃カサモです。 

0:42:18 とタイトルを起こして次回に示すっていうのが多いんですけど、ちょっ

とこの、この内容について、 

0:42:30 この記載で、 

0:42:33 良いかどうかっていうのをちょっと確認させてくださいすいません。 

0:42:39 はい。規制庁上出ですあんまり。 

0:42:44 今ちょっと目についたなっていうぐらいなので全体のいろいろとして、

こうであればそれでもいいですしっていうぐらいになって、 

0:42:55 いずれにしても、次の時は 
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0:42:59 レビューはされた方受けた方がこういうルールなんで、 

0:43:04 押してますっていうところをちゃんと 

0:43:07 まず答えられるような状態に行って臨んでもらえればと思いますのでよ

ろしくお願いします 

0:43:14 日本原燃笠松はい、了解しました申し訳ありませんでした。 

0:43:19 規制庁岡見です。4－2 について私の方は、とりあえず以上です。 

0:43:25 はい。それでは、野島からも幾つか確認をさせていただきたいと思いま

す。 

0:43:34 まずあの、すいませんもともとりんなって申し訳ないですけど 4、40 ペ

ージの 3－2－2 のところの今回、二重線に引かれてる小浦土のところな

んですけど、 

0:43:47 先ほど 3－2 の話をされたときに、 

0:43:53 一応建物構築物、全体にかかるようなその記載だったんで、北伊井がや

っぱ元になっていて、今回、 

0:44:04 加工建屋に絞っているってさ、3－2－1 はそういう対応になってる。 

0:44:09 けど、3－2－2 の方は、 
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0:44:13 もっかい戻って建物構築物全般の話になっているっていうところになっ

ていて、ここで 

0:44:21 気になったのは加工建屋って 

0:44:24 強度特性とかっていうのは下限値を持ってきてんだんじゃないのかと思

う。 

0:44:29 ているんですけど、ここをら口にしてるっていうのは、加工建屋に絞っ

ているわけではなくて建物構築物全体だからその包絡値っていうので、 

0:44:41 まとめて書いてるっていうことで理解していいんですか。 

0:44:45 日本原燃の宮本です。すいませんここ、3－2－2 のところはですね、こ

れ有効力解析の解析物性値の話をしてまして。で、3 年目の日はです

ね、 

0:44:57 直下地盤の話をしてるということで、こういう項目やってるのは動画で

ですね、昨日ちょっとヒアリングがあったと思うんですけど、ちょっと 

0:45:07 一部戻しが残るところがあるんでそこの影響はするということで、この

特性の方を下限値で包絡値で使ってるということで書かさせていただい

てます。 
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0:45:17 規制庁の猪野です。わかりましたそういう意味でいうとちゃんと意味が

あって使い分けられて、適切だということが、 

0:45:27 ちょっと適切かどうか。うん。意味があって使い分けられてるっていう

ことは理解しました。はい。 

0:45:33 そ、 

0:45:35 その次なんですけど、 

0:45:39 何ページ 

0:45:41 42 ページなんですけど、 

0:45:44 42 ページのところでですね、 

0:45:49 あんた、 

0:45:50 物性値を設定するっていうところ、先ほど来話があったところなんです

けれども、発電炉の方はですね 

0:45:58 うち、後ろの方の文書で表 3－4 っていうのがくっついて物性値が一覧

表になってるはずなんです。 

0:46:06 ここではですね設定するとだけあってどこにその示されているのかって

いうと、ＪＲの方に飛ばなくちゃいけないとか、 

0:46:13 標準効力法の方にとらえ、 
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0:46:17 設計法下のその文章に飛ばないといけないっていうことに、その文書上

なってるんですけど。 

0:46:24 これは元の他の都市も含めてそういう整理な。 

0:46:28 いるんですかそれとも、ここだけこういうことになってて他のは、この

添付書類の後ろの方に表で一覧まとめられてるっていうことなのか遡行

の対応状況はいかがでしょうか。 

0:46:41 日本原燃の工藤です。こちら図表ににつきましては、添付書類にはです

ね記載をするようにしておりますので、 

0:46:53 この文章の中でですね、 

0:46:57 す。すいません 4、40 ページ等にもある、ある通りですね、3－3、文章

中に、3－3 に示すとかですねそういったところですけれども、今回も展

開対比を 

0:47:11 記載の比較ということで、図表の方は、ちょっと割愛しているというよ

うな記載になってございます。規制庁モリノです。 

0:47:20 図表自体を省略してるっていうのはわかるんですけど、 

0:47:25 これ 42 ページのところの、このマンメイドロックのこの解析物性値設

定しますっていうところは、前の 40、 
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0:47:36 ページだったかな。 

0:47:38 のところで、あれですね 40 ページの 3－2 のところのこの 3－2 の表 2

っていうところ。 

0:47:45 設定根拠、3－4 表に示すって書いてて、この添付書類上で、ラス物性値

とかですね、その 3－4 表っていうのが 

0:47:58 完結するように書かれてるんですけど。 

0:48:02 42 ページのこのその他の解析物性値っていう、このマンメイドロックの

やつに関してはこの添付書類の中で、解析用物性値が 

0:48:13 リンクが張られてなくて別の何か当初に飛んで飛んでるっていうような

記載ぶりになってるんですけど、これは 

0:48:23 前の 40 ページのですね 

0:48:26 書き方と比べて、これは適切ですかって言う人。 

0:48:30 日本原燃工藤です。少々お待ちください。 

0:48:36 日本原燃笠間です。江藤頭で、機構の番号を書いていたら、 

0:48:41 中で書かないでいいっていうようなちょっとルールにはしてませんの

で、衛藤発電炉のように、個別で、その通知を別表に飛ばしていること

が課長で、あくまでも、 
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0:48:54 小橋の場所でも飛ばすというふうに修正したいと思います。 

0:48:59 規制庁森野です。わかりましたそうですね全体的な部分に従って、ちゃ

んとまとめていただければと思います。他にも同様な箇所がないかって

いうのは、原燃の方でチェックされて、 

0:49:14 いるかっていうとするとちょっとあれなので、スーッと確認していただ

いて、同じような対応をとっていただければと思います。 

0:49:24 日本原燃笠間です了解しました全体的に確認させていただき確認しま

す。 

0:49:29 と、あとすみません 3－1－1 の花Ｃでちょっと伺いたいんですけど、Ｓ

Ｄのスペクトルっていうのは、それは授業なので 3 年、4 年評価軸を含

めて読んで表ですけど、そのなかーには書いてないだけで、添付書類の

中には、 

0:49:48 とせスペクトルとかっていうのはすべからく入ってるっていうことでよ

ろしいですか。ここの文章で聞くのかかどうか。 

0:49:55 ていうのもあるんですけれども。 

0:50:10 少々お待ちください。 

0:50:30 あ、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:50:31 あ、規制庁もいいのです。時間がかかるようでしたら、 

0:50:34 また後にでも答えていただければと思います。 

0:50:41 それでは 4 については無理なは以上です。他規制庁側から次、 

0:50:46 2 あれば 

0:50:54 規制庁カミデすいませんもう 1 点だけ 

0:50:58 42 ページで、発電炉側地盤改良体が書いてあって 

0:51:05 堂々。 

0:51:07 野間割り切って地盤改良ないんでしたっけ。 

0:51:11 日本原燃の宮本です。流動化処理ルールっていうのに追われてるんです

けど道道自体がですねちょっとこれ、第 2 回申請に当たるんでちょっと

今回ちょっと記載の方をしてないんですけど、 

0:51:23 第 2 回では出てくるといったところでございます。 

0:51:29 規制庁カミデそのあたりは迫さんは理解してチェックしてます、どうど

うは。 

0:51:37 本次回だから道道に関するものは、ＭＡＣＣＳでは記載しないっていう

ルールで統一されてますか。 

0:51:45 日本原燃笠間です。 
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0:51:48 主添付書類の、 

0:51:51 申請対象設備が何かっていうのが読み取れずに、今の地盤改良体は、次

回ですっていうことを聞いて、 

0:52:00 私も、 

0:52:02 そんな観点でチェックしてなかったなというのが思って。 

0:52:06 そういうふうに、次回で説明するものがある場合は、 

0:52:10 今回のこの添付書類を何の申請対象設備を対象に説明していて、あと、

次回の 

0:52:18 設計については次回で示すという記載が必要なルールですので、 

0:52:23 ちょっとそういった情報を有しない状態で私がレビューしたのでこうい

った不十分なチェックになってしまって申し訳ないんですが、今、そう

いった、 

0:52:33 申請対象投稿次回っていうのがしっかりわかるような書類に撮影して再

チェックしたいと思います。 

0:52:42 はい規制庁カミデですよろしくお願いしますで。 

0:52:50 別紙 2 とか 3 をちゃんと作ってれば、 
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0:52:54 それで整理されてるような気もするんですけど、2 とか 3 も昨日話して

る知久半端だったっていうこともあるし、 

0:53:02 あとはちゃんと担当者とレビュー者の間のコミュニケーションですかね

っていうのをしっかりしてもらってということが全般にいえることだと

思いますのでよろしくお願いします。 

0:53:16 日本原燃カサモです。了解しました。 

0:53:20 日本原燃の宇野です。すいません。先ほどご質問にございましたＳＤの

スペクトルの話なんですが、もう一度確認させていただけないでしょう

か。 

0:53:31 あ、 

0:53:32 規制庁モリノです。その確認というのは、 

0:53:36 質問をですねもう一度お願いしたいです。はい。はい。ですね添付書類

のこの 3－1、1－1 の中に、ＳＤのスペクトルが入ってない。 

0:53:48 山全般 3 連動の中には入ってないんですけど、 

0:53:52 これってどこに、ＳＤのスペクトルは入れるもんなのかっていうところ

の質問です。この 3 連表は、図表とかは省略してるっていう趣旨がある

っていうのは先ほど伺ったので、 
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0:54:03 ここに入ってないことは特に問題視はしてないんですけど、ど結局どこ

に入る。 

0:54:12 日本原燃の菅原です。ＳＤのスペクトルにつきましては、Ｓｓ－Ｄの概

要の方に、添付書類としてですね、 

0:54:22 記載してございます。そういうことです。そういうことです。だからこ

ちらの方では特に、 

0:54:30 そういうことだと理解しました規制庁の遠藤です。 

0:54:39 規制庁岡見ですちょっと先ほどの 

0:54:45 申請対象をちゃんと明確にしてるかっていう話で、続きなんですけど全

体としてはちゃんとそういう情報を担当者で牛舎間で共有してもらうっ

ていうのは、 

0:54:59 当然、全体にわたる話なんですけど、ちょっと 

0:55:03 今回の耐震関係の道道だったりっていう面では 

0:55:09 基本的には変えちゃえばいいということなんだと思います。書かないっ

ていうと多分昨日聞いた話の中でもこれはどうですかってそうですねみ

たいなのもあってそれ全部取らなきゃいけなくなって、 
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0:55:23 取ったところはここは講師会でみたいな話になってですね、何かおかし

な修正になりそうな気がしますので基本的に基本、 

0:55:35 全体を見渡して、基本的な方針のところは最初に書いておいて別に問題

はないと思いますからそういった形で修正の方、考えてもらえればと思

いますので、お願いします。 

0:55:50 井上梅田でしょうしいたしましたちょっとキムラヒアリングメモ見さし

てもらっても、やはり方針めいたことはやっぱこの第 1 回の申請には入

れておかなきゃいけないなということで、詳しい内容については神谷さ

んおっしゃった通り、 

0:56:02 第 2 回申請のところでお示ししてればいいかと思うんで、工事課に示す

ものであっても網羅的にこういうのを考慮している、一番改良体とか考

慮するものが出たりだとか、液状化を考慮しているものがあったりした

場合については、ご指名たものは記載するようにいたします。 

0:56:23 はい、規制庁深見ですよろしくお願いします。私の方からは以上です。 

0:56:29 他、規制庁側から別紙 4 について確認はありますでしょうか。 

0:56:37 月曜日です。 

0:56:40 よろしいですか。それでは、原燃から、この別紙 4－2、 
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0:56:45 コメント対応をし、 

0:56:50 はい。日本原燃工藤です。まず、既設工認という記載ですねこちらの再

処理等も踏まえまして、後々なっても後の申請も踏まえても識別できる

ような形でですね、 

0:57:05 わかるような形で記載させていただきます。また平板さいかち県、 

0:57:11 シューマイ検査の火、木、書き方ですけれども、ガイドに倣って、平板

最下試験を基本とするといったところで順番書き方を 

0:57:21 修正したいと思ってございます。 

0:57:24 また 0 解析 2 に用いる物性値の、 

0:57:29 ところでございますけれども、必要に応じてという記載がございました

ので、こちらにつきましては、記載を検討させていただきたいと思いま

す。また冒頭ですね、 

0:57:40 昨日のヒアリングを踏まえて、水平展開を図って、また基本、ホールド

ポイント応答に対しては、 

0:57:51 しっかりと明確にした上で、修正点を言うべきでございましたけれど

も、その辺の説明が不足していたというところもありますので、 

0:58:02 今後お気をつけたいと思ってございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:58:05 また 3、この 4－2 で展開しておりますけれども、3－1－1 にいないも

の、なくて 4 のＡ3 の 1－1－2 にあるといったところで、 

0:58:17 どういった構成になってるかというところがわからないところがありま

すので、こちらについては、構成も含めまして検討させていただきたい

と思います。 

0:58:25 また最後になりますけども、当面申請で、どういった対象対象物が何な

のかと言うとったところが明確になるように、修正をしたいと思ってご

ざいます。以上です。 

0:58:38 日本原燃カサモですけど。 

0:58:41 この添付書類が地盤の支持性能に係る基本方針。 

0:58:45 ということを踏まえて、 

0:58:47 第 1 回申請でどこまで説明するのかということを、作成者等、 

0:58:52 しっかり議論して、 

0:58:54 確認をしたいと考えてます。以上です。 

0:58:58 はい。規制庁の猪野です。今原燃の小田会長に対して、規制庁側から補

足することありますか。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:59:10 よろしければ、それでは次別紙 5 に移りたいと思います。別紙 5 につい

て原燃から特に、すいません。はい、規制庁菅です別所が昨日見た時ず

っと同じっていう話だったんで別紙 6 でいいと思うんです。 

0:59:29 失礼しました。それでは議事録について、 

0:59:32 原燃から特に補足して説明することがあればお願いします。 

0:59:42 4 年クドウです。特に説明はございません。 

0:59:47 はい。それでは、規制庁側から、原子力について、事実確認をお願いし 

0:59:55 長カミデです。別紙 6－02 なんですけど 

1:00:01 55 ページのところの変更なしっていうのは、 

1:00:06 どういう考え方なのかよくわからないんですけど、 

1:00:12 これ、2.1 っていうタイトルも入れずに、こういうフォーマットにする

んでしたっけ。 

1:00:23 江藤宮永様です昨日、午前中のヒアリングでもこの変更前後の、 

1:00:29 その変更なしのものの書き方で、ちょっとコメントをいただいてまし

て、ところは、 

1:00:35 刈り取る入れて、変更なし。 

1:00:37 今日、宇津。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:00:40 せいだと思ってますがその辺の周知がちょっとうまくいってなかった箇

所がありまして、この耐震後地盤だけじゃなく、他の条文にも、 

1:00:47 展開してて取る統一が必要な箇所です。ここはちょっと事務局として再

周知徹底します。 

1:00:57 はい。規制庁菅ですよろしくお願いします。 

1:01:02 あと 55 ページの村崎枠ですかね、認可添付 3 という話で、 

1:01:14 ここの記載は吹き出しの中で、既工認には記載がないんだけど、 

1:01:25 なお書きで聞きよっかって書いたんで、許可に置いて、 

1:01:32 安全性を有していることを記載してるっていうのがよくわからなくて、 

1:01:40 既許可で見たから、 

1:01:42 いいんだっていうのがよく、 

1:01:45 わからず、既許可っていうよりは、新規制基準になっての許可っていう

意味だとまだ少しわかるんですけど、この許可ってどういう意味です

か。 

1:02:08 日本原燃工藤でございます。こちら、 

1:02:12 すいません。おっしゃる通り許可に既許可ではなく許可というふうに、 

1:02:19 なります。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:02:23 はい。規制庁深見です。現行の最新の許可で確認してますっていうこと

ですかね。 

1:02:45 少々お待ちください。 

1:03:30 すいません確認してから答えさせていただきたいと思う。 

1:03:36 はい。規制庁金です。 

1:03:39 いずれにしても整理をして、ちゃんと書い資料を書いてもらえればと思

うんです事実関係を整理してっていうことですかね。 

1:03:50 ちょっと次に行きますけど、 

1:03:54 59 ページで、これ、エビデンスとしてついているところなんですけど、

枠で囲ってない。 

1:04:04 部分で、 

1:04:08 ちょっと確認なんですけど、例えば（3）設計基本方針の 

1:04:17 ｃポツとかで駅スパンの話とかが、 

1:04:21 既工認では書いてあるんですけど、この辺って、今回の 

1:04:27 後任の 00 で、あんまり見た記憶はなくて、あったらすいませんなんで

すけど。 

1:04:36 こういうのって、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:04:38 チェックしたりとかしてるんですかね既工認に書いてあった内容が、

現、現在の工認でもちゃんと引き継がれてるかっていうのを見てます

か。 

1:05:03 日本原燃笠間です。当使用表の既工認について、 

1:05:09 仕様表その他の資料にどう展開するかっていうチェックは、 

1:05:13 して、補足を出してるんですけど、この機構人の、 

1:05:18 基本方針、 

1:05:19 記載してる内容が、 

1:05:22 業績方針本文、添付、 

1:05:24 どこに整理されているかっていうちょっと整理は資料としては、まず作

ってないってのが事実で、この確認をしているかどうかについては、ち

ょっと書く。 

1:05:36 設計担当はどうしているかっていうのちょっと確認します。 

1:05:45 規制庁カミデです今回は許可からの、 

1:05:51 許可、許可っていうものがあってそこから体系的に申請事項を洗い出す

っていう、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:05:59 中でやっているので、結果落ちてしまったものっていうのは重要ではな

い。 

1:06:09 特段示さなくても許可なり技術基準適合性に、 

1:06:16 は問題ないっていうことだと思うので、 

1:06:21 既認可の内容からまた展開するっていう方法はあまりふさわしくはない

と思いつつ、 

1:06:30 池スパンの話とかサブドレンの話とか結構何回か話しにしているような

内容なのに、書いてないなと思った 

1:06:40 をもってちょっとした気づきとして話をしてますけどこの辺りって、何

か考えありますかね。 

1:06:55 すいません日本原燃の谷口です。ここのところの記載ということよりは

全体としての整理でちょっとお話をさせていただきます。 

1:07:03 考え方は先ほど神谷さんおっしゃっていただいた通りで、今回我々がい

ただいた許可の内容と、今の技術基準に対して、どういう設備になって

るかということをご説明するというのをまず主眼でやるということにし

ています。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:07:19 今回のヒアリングをさせていただいている中でこの別紙の 6 の整理の時

にですね、 

1:07:24 基本的に今まで我々がやってたことを言われてたことを考えていたこと

は変更前に、 

1:07:31 変えてそれが変わっていないんだということをお示しをするということ

でやらせていただいていました。 

1:07:37 先ほど内野笠間からもあった通りですね。 

1:07:41 本文の仕様表の中にあった記載の内容については本文記載事項ですの

で、それがきちんとどこに展開されるかと。 

1:07:49 いうことは仕様表の展開として、実際、仕様表に相変わらず残るもので

今の発電炉との横並びを見ると、今仕様表に書くのは、あまりふさわし

くない内容ではあるものの、 

1:08:03 きちんと添付で書きます、もしくはの基本設計方針の文書の中に書きま

すみたいなところで、 

1:08:09 整理をさせていただきました。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:08:11 ただ、正直なところあまりそのここから落ちていくもの、その基本方針

として、書いてあったもので落ちていくものっていうのはあまり手当を

しておらなかったっていうのが、実態でございます。 

1:08:24 一番最後の仕上がった別紙 6 を見た中でですね、実際これって書いてな

くてよかったのかというものがありやなしだというのはこれ各条文の 

1:08:35 この中で整理をする内容かなと思いますので、ちょっとそこはきちんと

整理をした上で、最終的な曜日も確認するっていうことにさせていただ

きたいなというふうに思いました。 

1:08:47 以上です。 

1:08:51 はい。規制庁カミデです。そうですね 

1:08:55 担当レベルでは見ておいた方がいいし、 

1:08:59 我々も既工認のものを見て、 

1:09:03 別紙 6 に限らずですね、昔の書類を見て、 

1:09:07 あれ何で違うんだろうみたいなところは思って質問することもあります

ので 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:09:13 作業の一つとしては昔のものを当然、昔のものを見て今回のもの作って

ると思うんで、その辺は、なんで、反映しないものについても、どうい

う考え方なのかっていうのは、 

1:09:27 説明できるように、なるべく整理をしておいてもらえればと思います。

とりあえずそれぐらい。 

1:09:33 の所管なので、よろしくお願いします。 

1:09:38 はい。日本原燃谷口です。承知いたしました。ちょっと今までの氷ので

すね、エビデンスみたいな使い方でちょっと確認をするというのが主眼

になっていましたので、 

1:09:49 そういった説明すべき内容で落ちているものではないかと、いうことを

改めて確認させていただきたいと思います。 

1:10:00 はい。規制庁、上出です。私の方から別紙 6 は以上です。 

1:10:08 はい。 

1:10:08 経営者側から事実確認ございますでしょうか。 

1:10:18 よろしければ、別紙 6 について、対象のところ、 

1:10:24 あとそれと対処方針について原燃から説明をお願いします。 

1:10:28 日本原燃工藤です。まず、Ｃ6 の②でございますけども、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:10:35 ②の 55 ページでございますけども、ちょっと許可と許可の、ちょっと

内容のですねちょっと整理をいたします。また 

1:10:49 2 の方ですね、 

1:10:52 59 ページのところにありますエキスパンションジョイント等の設備に関

して、反映しないものにつきましては、 

1:11:00 ななぜそういうふうな整理かといったところは、検討して整理していき

たいと思います。以上です。 

1:11:08 はい。例年カサモです。あと別紙 6 の①の、その変更なしの記載の仕方

につきましては全体統一して、衛藤、この条文だけじゃなく修正を行い

ます。 

1:11:20 あと、昨日の耐震から引き続き地盤もあったんですけど、作成者とのコ

ミュニケーションが不足してレビューの観点が漏れて、 

1:11:31 あとレビューできてなかった箇所がありましたので、そこは大変申し訳

ありませんでした。反省して、予備に生かしますまた、他のレビューワ

ー作成者にもヒアリングの結果として伝えて、 

1:11:44 対応を図っていきたいと思います。よろしくお願いします。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:11:49 はい。元の会長に対して、規制庁側から何かの方、追加であればお願い

します。 

1:11:59 はい。よろしければ、地盤 00－02 は以上だと思います。 

1:12:06 よろしければ、次は津波の方に、 

1:12:10 行きたいと思いますが、現年状態と準備局いかがでしょうか。 

1:12:21 日本原燃の村上でございますそれでしたら津波の簡単にご紹介いたしま

す。津波につきましてはですね前回 1 月の 20 日のヒアリングでご説明

さしていただいておりまして、 

1:12:33 そのヒアリングの中で可搬型ＳＡ設備の津波に対する設計の考え方こ

れ、記載すべき場所等含めて適切化することというコメントそれから、 

1:12:44 あと別紙 1 の②とか或いは別紙 6 についてそれぞれ記載適正化すること

っていうふうなコメントをいただいておりまして、今回そのコメントを

反映しまして 4 月 15 日に提出させていただいたものになってございま

す。以上です。 

1:12:58 はい。それでは規制庁側から事実確認をお願いします。 

1:13:06 藤規制庁カミデです。津波は分量が少ないんでざっといきますけど、そ

とは言ってもそもそもあんまり確認事項がない。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:13:15 ていうところなんですけど、 

1:13:18 ただ 6 ページの設工認の方針として、 

1:13:25 黄色い枠で、黄色い枠の締めで設計とするって書いてあってこれは許可

じゃなくて設工認だから設計するっていう、 

1:13:37 上に直してるっていうのはそこは理解できるんですけど、その下のとこ

ろは結局許可で行っているような内容で、 

1:13:48 設工認の記載としてはどうなのかなっていうところなんですね。で、具

体的には設置する敷地はこうこうこうなんですみたいな話になってます

けど、 

1:14:01 設工認段階ではこの標高 7 メーター以上にこれらの設備を設計しますっ

ていうことをまず宣言した上で、 

1:14:11 ちなみにその標高幾つっていうのは許可の段階でこういう 

1:14:17 津波の影響が及ばない標高なんだっていうのを許可で確認しているって

いう形で、ちょっとコメントがバクッとしてますけど設計行為っていう

こととあと許可で、 

1:14:31 確認を受けた内容っていうのをわかるようにですね、少し書き方を調整

いただければと思いますけど、事業者理解いただけますかね。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:14:43 日本の村田でございます。ご指摘前と理解いたしました。ちょっと第 2

段落以降の記載のところを、ちょっと許可整合の観点で重きを置いて実

際同じ文言を、 

1:14:57 ちょっと持ってきてたっていうところあるんですですけども、設工認の

基本方針としての記載すべき書き方というか、そういったことで、その

敷地高さとかそういうことをどういうふうに考えるかとか、それに関し

ても許可の段階で、 

1:15:11 どういうことを確認してるかっていうところを含めて、こちらＭＯＸだ

けでなく再処理に目標とすること、内容になりますので、ちょっとその

辺りの横並びとかも考えた上で、ちょっと修正、 

1:15:25 記載を適正化を図りたいと思います。以上です。 

1:15:29 日本原燃のカサモですけど、外部衝撃とかでも事業許可を受けた設計竜

巻とかそういう表現で記載してますので、そういったところの記載とあ

わせて、 

1:15:40 岡通りであることの説明と、その前段で、 

1:15:43 当設備はしこういう高さに設計するという記載から許可につなげる記載

にしたいと考えてます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:15:54 はい。規制庁カミデです外部衝撃とどこまで並びがとれるか外部衝撃許

可で設計基準の 

1:16:04 外部事象をやって、設定してルートはやって、 

1:16:09 一方津波は何かあまりそういうものを、 

1:16:13 設けてないっていうのが最初にックスＭＯＸなんで、ここまで並びを取

れる感じですかそういうところの書きぶりも見ながら、あまりおかしく

ないように経営してるんだと思いますのでよろしくお願いします。 

1:16:28 日本原燃笠松ありございます。確かに事業許可を受けたというか事業許

可で確認したのか、ちょっと言葉の使い方注意します。 

1:16:39 はい。規制庁カミデです。あとですねこれは素朴な疑問みたいな感じに

なっちゃうんですけど、 

1:16:49 6 ページの最初のパラで、耐震重要施設と重大事故等対象施設になっ

て、 

1:16:59 これ許可から、そういう書き方ではあるんですけど、 

1:17:07 何か、これらに波及的影響を及ぼすようなものっていうのが、 

1:17:13 文言上は抜けてはいるんですけど、実態上としてはそういうものも含め

て、同じ高さに設置してるっていうことでいいんですかね。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 
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1:17:25 日本の村田でございます。そうですね波及の関係も同様でございまし

て、具体的にちょっと基本設計方針、事業許可含めてそこにちょっとそ

の文言としては登場してこないんですけども、 

1:17:40 例えば事業許可の添 4 とかでですね津波の評価の対象施設っていうとこ

ろにつきましては、そういった耐震重要施設とか、それに対する波及影

響を与える。 

1:17:50 血も含んでそういったものの設置される高さに津波が到達しないことを

評価として確認しておりまして、それらも含んでいるという理解でござ

います。 

1:18:03 はい。規制庁上手です。そうすると、耐震重要施設とか重大事故等対象

施設に波及影響をおよぼし得るし、 

1:18:13 ていうのは、 

1:18:16 津波においても、 

1:18:18 同じ施設になる。 

1:18:21 てことですかね。とりあえずは、 

1:18:32 カミデです。同じであるのであればこの設工認の時の基本方針において

これらに波及的影響を及ぼす施設も含めて書いておけば、 
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1:18:45 実際にどんなものがあるのかっていうのは地震の資料とかを見ればわか

るし、それらがどこに設置してあるか、要はこの証拠より上に設置して

あることも、他の資料から見れるでしょうから、 

1:19:00 それぐらいの手当てであれば、波及影響も含めて、全部説明できるのか

なと思って聞いてみたんですけどいかがですかね。 

1:19:12 はい。日本原燃の村田でございます。承知いたしました。その波及の対

象の施設っていうところは設工認上のところのちょっと他条文のところ

もちょっと確認をいたしまして、 

1:19:24 先ほどの 2 段落目以降の、ちょっと記載の適正化等をして、ちょっと同

意ちょっと文言等を追加するなりして、ちょっとその辺りも網羅的に記

載ができるように、ちょっと検討したいと思います。 

1:19:39 はい。規制庁上出です波及は。そうですね確かに竜巻とか火山とかは、

89 の話を、 

1:19:47 確か入れてたような気もしつつ、それがすべて取れますか。 

1:19:54 その辺の書きぶりも見ながらですね、手当してもらえればいいんじゃな

いかと思いますのでちょっと検討ください。 

1:20:06 乳井の村田でございます承知いたしました。 
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1:20:14 規制庁カミデです。あとはもう、津波は特になくて、すごい細かい話な

んですけど、28 ページに、なんか備考だけのページがあってこれって、 

1:20:28 何のことかなっていうのだけ最後聞き聞かせてください。 

1:20:33 はい日本原燃の村田でございます。すいませんちょっとこれースペース

の関係で 28 ページに備考欄でちょっと来たんですけども、具体的には

前のページの 20、すいません。 

1:20:46 27 ページまでで、基準津波とか炉の津波の評価の概要基準津波の評価の

概要の所と並べたところを、27 ページに入れておりまして、 

1:20:58 実際に土のう津波の配慮に関する説明書の添付書類関係につきまして

は、以降もそれに基づく入力津波の設定ですとか、そういった各記載内

容についての、 

1:21:10 説明がござい、続いてまして、ただそこはちょっと当社は基準津波を設

定して、基準津波がなく入力津波がもし工認上設定もないと。 

1:21:20 設計、詳細設計がないっていうところで、特に記載を並べるものはない

ので、ただ炉の申請書としての承認、炉の申請書にはその章があるの

で、 
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1:21:31 ちょっとうちはその以降の所はありませんよということで、ちょっと備

考欄にその旨、簡単に書かせていただいたというものになります。 

1:21:40 はい。規制庁菅です。わかりました。そうであれば発電の欄に資料タイ

トルは、 

1:21:48 二つ入れておいて、それぞれ逆って書いた上で、この備考っていうので

あれば、わかるので、それぐらいでわかるようにしておいてもらえれば

と。 

1:22:01 井上の村田でございます。承知いたしました。 

1:22:07 規制庁カミデです私の方から津波は全般的に、そんなところで、以上で

す。 

1:22:15 はい。他規制庁側から津波、津波 000 に対して、確認事項があればお願

いします。 

1:22:27 よろしければ原燃から、この資料に対するコメントと制度対処方針の説

明 

1:22:34 をします。 

1:22:36 はい。日本円の村田でございます。町並みに関しましては先ほどの 6 ペ

ージの多分基本設計方針の記載のところで、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:22:46 ちょっと事業許可との整合というところに頭が行き過ぎてちょっと記載

がほぼ同じとかもほぼ同じ内容になってしまっていたっていうところが

ございまして、またご指摘踏まえまして設工認の 

1:23:00 本文基本設計方針として、ちょっと津波の評価対象施設の高さであった

りどういう設計とするか、また評価対象施設が波及影響含むとかそうい

った、 

1:23:11 網羅的な書きぶりが読めるように、今後ちょっと記載の適正化をこれＭ

ＯＸだけでなく、後日提出予定であった再処理につきましても、横並び

で検討して、 

1:23:24 適正化を図りたいと思います。以上でございます。 

1:23:30 はい。新城側から追加で、原燃、 

1:23:36 コメントがあれば、 

1:23:42 よろしければ、ちょっと開始してから 1 時間半経過しておりますので、 

1:23:47 1 回休憩を挟んでいる敬語から、 

1:23:51 代診 02 の、別紙の 4－10 再開したい意向を再開したいと思いますが、

現にいかがでしょうか。 
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1:24:00 はい。日本原燃六ヶ所ナカハマです。はい。一旦休憩。かしこまりまし

た。 

1:24:06 それでは、 

1:24:08 規制庁側もよろしいでしょうか。 

1:24:13 よろしければ、参事。 

1:24:18 参事、5 分再開でお願いします。 

1:24:23 はい。日本原燃六ヶ所ナカハマです。15 時 0 五分リスタート。かしこま

りました。よろしくお願いいたします。 

0:00:00 はい、6 お返ししました。 

0:00:03 と、それではヒアリングを再開します。 

0:00:06 次の資料は地震 00－02 で、昨日からの継続で、別紙 4 の中から再開と

いう形です。日本原燃から別紙 4 の順について、補足で何か説明するこ

とがあればお願いします。 

0:00:22 日本原燃伊東です。別紙 4 の中の説明に先立ちまして、まず、昨日 4－9

まで、ヒアリング 

0:00:32 内容確認いただきましてありがとうございます。昨日までの説明の中

で、きっちりと 
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0:00:41 定義ですね、建物構築物といった定義で、中身が後ろに書かれてないと

か、ちょっと炉の記載そのまま持ってきて同じ記載の 20 節て書いてる

とか、 

0:00:54 いろいろ不備があった点、ちょっとご迷惑をおかけしました。本日です

けれども、ちょっと気づいた点については、それぞれの別紙の、 

0:01:04 冒頭で説明するようにして、ちょっとスムーズに確認をいただくように

ちょっと注意したいと思います。 

0:01:12 それでよろしくお願いします。では別紙 4 の中から説明いたします。は

い日本原燃のスガワラです。ＢＣをの中は、燃料加工建屋の地震応答計

算書をです。 

0:01:26 表紙のところの枠囲みのところでですね、なお書きで、耐震建物 08 の

内容を反映予定となっておりましたが、 

0:01:38 当該内容につきましては今お出ししているもので反映した形となってお

ります。その他記載の適正化を前回から行ったものとなっております。 

0:01:50 よろしくお願いいたします。 

0:01:54 はい。それでは規制庁側から技術確認お願いします。 

0:02:01 規制庁上出です。まず 668 ページで、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:09 青字になってるところは、直下の話なんですけど先ほど時間。 

0:02:17 どういう場合にちょっカーを直下または近傍のってするのかっていうと

ころが、方針上まだ固まってないっていう話で、 

0:02:28 ちゃんと整理してくださいねっていう話をしましたので、とりあえずそ

こは 

0:02:35 ここにおいても、同じなんですけど、 

0:02:42 それとは別に、ここの青字で書いてある内容っていうのは、昔の認可を

受けたものから変わってますよっていう説明に、 

0:02:55 なってるんですけど、既認可からの変更てって、 

0:03:00 いろんなところであると思うんですけど、 

0:03:04 その辺の書き方のルールってどうなってるか説明してもらっていいです

か。 

0:03:19 糖尿元のカサモです。 

0:03:23 この、このパターンは、 

0:03:26 ほとんどないんで、 

0:03:28 何かここ特別説明したいと思ったものだったんですかね。 
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0:03:33 日本原燃の長谷でございます。特段ここにこういうところの計算書内で

の書き方というところで言った時に特段ルール等というところはなくて

これっていうのは割とレアケースでして、 

0:03:43 今回申請した段階で設定していたものについて、今回の直下地盤モデル

に切り替えるというところが審査としての大きな経緯だったというとこ

ろがございました。で、この経産省、これ最終的に計算書を作ってるつ

もりでや作業しているわけなんですけれども、 

0:03:59 計算書としてはその審査の経緯等がわかるようにした方がいいだろうと

いうところの話で、我々としてはそういう趣旨意図を持って、主要な論

点になるところについてはこういう変更になったところというところは

書いておこうという意図で書きました。 

0:04:12 ただ実際そういう内容ってのは補足説明資料の中で議論の経緯も含めて

尽くされているところでありますので、実際このＰＡ建屋の計算書とし

ては下三行の本申請においてはもういらないか、 

0:04:24 建屋近傍の地盤調査結果を 10ｃｃのところ以降の文章だけでも十分内容

としては計算書としては、十分なものになるとは考えているところでご

ざいます。以上です。 

0:04:37 と規制庁カミデです。 
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0:04:43 経緯を残した方がいいだろうっていうのは、よくわからなくて設工認申

請書は別にそういうものではないと思うので、 

0:04:53 経緯を残すにしても、設工認申請書じゃないでしょっていう感じはしま

す。とは言っても結局、その辺は書かないっていうことだと思いますの

で、適切に直してもらった上で、 

0:05:10 この要は既認可の話を抜いて、 

0:05:16 要は本申請においては以降の記載だけで、いいとおっしゃいましたけ

ど、それはそれで足りなくてちゃんと方針、先ほど地盤のところでも言

いましたけど、 

0:05:28 どういう基準そのショッカーまたは近傍のボーリングを使うのかってい

う、まず方針があって、その星に基づいて 

0:05:40 こっちで設定しますっていう話ですから、そこはちゃんと繋がりを、 

0:05:48 体系的に持って計算書でも書いてもらうということですからその点はよ

ろしくお願いします。 

0:05:55 はい。日本原燃の長谷でございますかしこまりました先ほどの地盤の支

持性能の基本方針のところで、どういうときにどういう意図で直下のボ

ーリングを使うかっていうところを方針の方できちんと行った上で、そ
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の方針を受けて我々のこのピーエイの耐震評価でこういう理由が必要な

ので直下のやつを見ることにしましたということをちゃんと情報を入れ

た上で、 

0:06:14 ここの下 3 行のところをもう少しちゃんと記載のほうを充実した上で修

正の方させていただきます。 

0:06:22 はい。規制庁カミデですその辺は審査会合でも話をしていてちゃんと方

針 2 してっていうことは、お話をしていますからきちっと対応をお願い

します。 

0:06:35 その上で、 

0:06:37 燃料加工建屋の直下または近傍のっていうのは、 

0:06:41 これはこれで正しいんでしたっけ燃料加工建屋で幾つか点を持ってるん

だけど安全に直下っていうわけでもない点もいるから直下または規模っ

てことですか。 

0:06:54 日本原燃の長谷でございます。今多分上出さんおっしゃった直下という

のは建屋の上から見た東映の外外壁が内側に入ってるか全部っていうよ

うなところだと思うんですけどもそういう意図でちょっとお話をさせて

いただきますと、 
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0:07:09 近傍という意味で建屋の脇のボーリングを、表層地盤の物性値取る時に

見ているところがございますので、その直下及び近傍という言葉で実情

と合っている記載になっていると考えてございます。 

0:07:25 あと、規制庁カミデです。今及びって言われましたけど申請書というか

書類はまたはで、またはでも安藤はっていう。 

0:07:36 感じで。 

0:07:39 使えば、これでもいいのかなっていう気はしますけど 

0:07:44 または床及びは細かい話なんで精査してもらえればと思いますけど方針

のところからちゃんと書き下すというところはよろしくお願いします。 

0:07:56 日本原燃の大瀬でございますかしこまりました実態に合わせると両方見

ているので及びの方がいいかと思いますが基本方針のところの書きぶり

踏まえて適切に直させていただきます。 

0:08:08 はい、規制庁カミデ数で同じ話が 669 ページの有効せん断ひずみのとこ

ろにもあって、 

0:08:17 またぎってあって 

0:08:21 三次貨殖試験結果の外挿範囲となっていることっていうのが、これが直

接の理由になってるんですけど方針上はここまで。 
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0:08:31 はい。てないですよね。それをどこまで基本方針に書くかっていうとこ

ろがポイントだと思うんですけど。 

0:08:41 今の時点で何か説明できることはありますか。 

0:08:45 日本原燃の大瀬でございます。基本方針上は地震応答解析の基本方針だ

と思うんですけども、その入力地震動の算定にあたってはその非線形性

を適切に考慮するんですかねそういった記載になっていると思います。 

0:08:59 そこの適切にというところについて今回のこのＰＡ建屋の地震応答解析

において、特に出てきた一つのケースとしてこういう 1％を上回るとい

うようなところがございましたので、そこの適切な化をブレークしたの

がこちらの計算書に書かれている内容だというふうに考えてございま

す。 

0:09:19 藤規制庁カミデです。そうすると、 

0:09:24 こっちの計算書だけで手当をするのであれば、その適切に 

0:09:30 評価するためコレコレコレコレっていう説明がないと、少なくとも繋が

りが見えないですし、そうしたところで、 

0:09:43 基本方針がわあをもうちょっと書かなくていいのかっていう着値は切れ

ませんので、 
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0:09:52 計算書でちゃんと繋がり文章的にちゃんと繋がりを持たせるっていうこ

とと、あと翻って基本報酬もちょっとそれを書いた。 

0:10:02 書いてみた結果、基本方針側にもう少し書かないといけないなっていう

ところがあれば、基本方針側も手当ＩＩっていうことで検討いただけれ

ばと思いますけど、よろしいですか。 

0:10:15 日本原燃の長谷でございますかしこまりましたここの歪大きくなったっ

ていうところに着目した理由として基本方針で謳われてるかなっていう

ところがこの 

0:10:25 計算書の文章の中で、書かれるべきであるというところで記載を追加さ

せていただきますんでその上でやはり基本方針に翻ってそれでこのひず

みの 

0:10:35 ちゃんとチェックをしましょうねっていうところを基本方針に書くべき

かどうかというところはちょっと他の再処理のところも含めて、確認さ

せていただきまして、必要であれば、基本方針側の方の記載充実するよ

うにいたします。 

0:10:48 はい。規制庁カミデです 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:10:52 適切にっていうところを引っ張って、計算書側で全部説明するとあと多

分ひずみだけじゃなくていろんなものが適切にって入っていってそれは

網羅的に、 

0:11:03 計算書で受けなきゃいけなくなるんじゃないかなと思っていて、そうな

ると何か、非常に経産省側が、すごい文章になるんじゃないかなってい

う気もしてますから。 

0:11:16 ひずみだけか、関係があればいいっていうものではなくて、基本方針

と、 

0:11:23 計算書でちゃんと網羅的に関係が示されるっていうことですからそうい

う視点で、どこにどう書くべきかっていうのを整理してもらえればと思

います。 

0:11:34 はい。日本原燃の長谷ですかしこまりました。ただいまのご指摘踏まえ

て先ほどの対応の方へさせていただきます。 

0:11:43 はい。規制庁上出です。 

0:11:47 あと 4－10 は最後の方に大分飛んで 986 ページ。 

0:12:00 すいません。186 は、 

0:12:08 これもあれですね別紙。 
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発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:12:10 4－10 ってことですよね。で、 

0:12:15 これは 

0:12:17 ここから別紙っていうことで非線形性に関する確認っていうのが、 

0:12:24 あるんですけど、 

0:12:27 申請書の別紙として確保、申請書の計算書に書くもので、別紙に書くも

の、あと補足説明レベルだけで説明が終わるものっていうその辺の、 

0:12:42 評価の考え方ってどうなってますか。 

0:12:49 日本原燃の長谷でございます。基本的にやるーの際にはこの審査として

のヒアリングの際には補足説明資料ベースで、今回の加古こころ医師の

内容でいけばその解析の 

0:13:01 何ですかね妥当性みたいなところについて、ヒアリングの中で補足説明

資料を使って議論をさせていただいたところだと思ってます。で、その

補足説明資料のご説明の中で、この地盤の非線形性に関するところにつ

いては、 

0:13:13 ご指摘として計算書の方にもこういう確認を行った上で等価線形を使っ

たっていうところを、計算書にもわかるように記載すべきだというふう



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

なご指摘がありましたので、今回このように別紙としてつけさせていた

だいた次第です。 

0:13:25 これ別紙だけでこれ終わってるのではなくて経産省の本文のところでち

ょっとすみませんページ今探すんですけれども、 

0:13:35 入力指針を、別紙を引いて、あと 669 ページなんですけれども、これ計

算書の中身の水平の、違う地震応答解析のやり方のところで書いている

ところでここの 600、 

0:13:49 69 ページの 2 段落目のところ燃料加工建屋の地盤の等価線形解析にあた

ってはというところで、このひずみが大きくなるというところがあった

ので、別紙できちんと確認した上で等価線形解析をやりましたというふ

うにちょっとこの計算書の方では書かせていただいたというこっちが趣

旨で、 

0:14:03 そのエビデンスとして別紙として補足で書いていた内容をつけさせてい

ただいたというそういうような考え方でやったところでございます。実

際の申請書にも、別紙 1 という形でつけます。 

0:14:20 と規制庁カミデです 

0:14:23 我々等、事業者とのコミュニケーションの取り方っていうところだと思

うんですけど、 
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※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:14:33 言われたから付けましたっていうのは事業者カラーいえる話ではないと

思っていて、ヒアリングでいろいろ話をする中で、経産省レベルじゃな

いのっていう、 

0:14:48 ことをこちらが思うことがあってのですね、もともとだから、そちらが

計算書に示す内容を別紙に示す内容、あとは補足だけで済ますものって

いうのは、 

0:15:02 こういう整理なんだっていうのをまずそこをまず事業者が持ってもらっ

て、それは多分本当は共通主事とかで話をしてもらわなきゃいけないん

ですけど、 

0:15:13 自分たちの考え方がこうだから、それに合致してるの載せますとか、そ

ういう意味で自分たちの考えとは違うのであれば、もっとこちらの意図

を酌み取ってですね、 

0:15:28 なぜそう考えますかっていうところをちゃんとコミュニケーションをと

って、それで、じゃあどう申請書に反映させようかっていうところを、

まず、何かそういうコミュニケーションをとりたいなと。 

0:15:40 思っていて、ちょっと言われたからつけますと言われても、なかなか辛

いところではあるんですけどいかがでしょう。 
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※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:15:49 ミノア投資でございます。それで少し今のところちょっと私今もともと

不足で入ろうと思ってたところだったんですけども基本的にご指摘の趣

旨のあったというところで御社の発言のところもあるんですけども、基

本的にそのあとでやっぱり内部で議論した中で、 

0:16:07 やっぱりこの部分でいったところがやはり規制庁さんからのご指摘の事

項っていうところもやはり会合での指摘の案件といったところでやはり

今回のもくせの審査の中で、やはり一つ肝の部分であったといったとこ

ろがございましたので、そういったところ、従来であるとやはりこの部

分といったところは、 

0:16:24 計算書の中の妥当性確認と位置付けてございますので、補足説明資料の

内容かというふうに我々の方としては整理してございます。ただし、 

0:16:34 今回の目標の審査の中でのやはり審査会合案件といったところのやはり

一つの肝だったといったところも踏まえて今回こういった形の方で、添

付資料の中にも、 

0:16:47 一番挙げたような形の方で添付した方がよかろうといったところで今回 

0:16:53 この別紙の改定を作るに当たりましては添付資料の方に格上げをさせて

いただいたといったところが趣旨でございます。 

0:17:03 はい、規制庁カミデです 
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※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:17:07 今のご説明も 

0:17:09 完全スキーっていう感じではないですけど最初、 

0:17:13 そういう説明をされれば一応考えた結果なんだっていうふうに理解しま

すんで今後も、 

0:17:21 いろいろ別紙の別紙で説明をしたりっていうものがいろいろあるんでし

ょうけど考え方がちゃんと支社として統一がとれた。 

0:17:32 考え方ですっていう説明で、非常にちゃんと考えなり、適切な構成にと

いうところでお願いします。 

0:17:41 いろんな所に関して私は以上です。 

0:17:49 はい。徒歩筧町側から物確認ございますでしょうか。 

0:17:59 よろしいですか。 

0:18:01 よろしければ原燃から、コメント等コメントの対象方針について説明お

願いします。 

0:18:09 はい。日本原燃の岩瀬でございますさっきこれまでのご指摘いただきま

した内容地盤モデルのところの今回直下に書いたところの書き方のとこ

ろ基本方針も含めて記載の方見直しいたします。 
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0:18:20 また別紙の扱いのところの考え方につきましては先ほど大変失礼いたし

ました考え方の方社内での統一感あった考え方で、各添付に入れるもの

入れないものの方の整理というところは考え方持っておくようにいたし

ます。 

0:18:35 日本原燃からは以上でございます。 

0:18:37 はい。 

0:18:39 今野会長に対して、何か追加で補正、 

0:18:43 コメント等あればお願いします。 

0:18:45 小峰トガシございます。基本的に今大庭さんのところで考え方を持って

という話だったんですけども基本的に我々としましては、今回お出しし

ているものとしましては考え方を持った上でですねオオオカがよかろう

といったところで、 

0:18:59 お出ししているものでございますので説明する際におきましてはそこの

意図といったところを説明させていただくような形の方で、今後の資料

の方をご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

0:19:12 はい。それではよろしければ、次別紙の 4－11 ですか。 

0:19:21 原燃から補足で説明することがあればお願いします 
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0:19:25 はい日本原燃菅原です。4－11 につきましては、耐震計算書の方になっ

ておりまして他の資料との整合等を図った。 

0:19:36 形で記載の充実等を行ったものとなっております。よろしくお願いいた

します。 

0:19:43 それでは規制庁側から、 

0:19:45 各技術確認があればお願いします。 

0:19:51 規制庁、カミデです。私の方から何点か確認しますけど、ちょっと細か

いものも入ってますけど、まず 1009。 

0:20:01 ページにある重要区域のハーン 2 なんですけど、 

0:20:07 別途し提出してもらっている耐震建物 21 位のＲ6。 

0:20:13 これ確か変更点の話だったと思いますけどそこで示されてる。 

0:20:19 重要区域がはいと、この図面の範囲が、宗があると思ってますけど、今

それぱっと見てわかる人いますか。 

0:20:33 日本原燃菅原です。 

0:20:35 すいません今 109 ページで載っている図が正しいと思うんですけども、

ちょっと耐震建物 21 の 

0:20:46 どうなっているか、少し確認させていただければと思います。 
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0:20:52 はい。21 のＲ6 の 11 ページですけど、 

0:20:57 てっぺん一番、ノース側の千賀藤。 

0:21:04 もうちょっとの伸びているというか、Ｌ字の耐震駅まで伸びてるよう

な、そんな 

0:21:11 図ｄ側だと思いますので、どちらか正しいほうに、すべて合わせておく

ようにお願いします。 

0:21:21 日本原燃菅原です。今ほど確認しましたところ耐震建物 21 の方の少し

図の枠がですね、ずれてしまっていたということは 

0:21:33 わかりましたのでこちらの今日の資料の 100、1009 ページの方が正とい

うことでございます。 

0:21:46 はい、規制庁菅です。わかりました。そうなると、 

0:21:52 あと、壁厚図、この図の壁厚をどこまで信用していいのかもよくわから

ないですけど、 

0:22:02 ここで囲まれてるのは全部耐震駅っていうことでいいんですかね。 

0:22:08 日本原燃菅原です。必ずしも耐震比木ではなくて耐震駅以外の壁も中に

はございます。 

0:22:25 はい。規制庁、上出です。わかりました。 
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0:22:33 はい。とりあえずわかりました。それで次 2017 ページ。 

0:22:45 この評価符号で、結局機能の話なので、ちゃんと整理してくださいって

いうところなんですけどここに、例えば遮へい機能とかも出てこないの

で、その辺りはちゃんと 

0:23:00 整理をして、今後説明してもらえればと思いますので、こういうフロー

とか、 

0:23:09 直し漏れが今後ないように、よろしくお願いします。 

0:23:14 はい日本原燃菅原です。 

0:23:17 はい。遮へいにつきましては美瑛建屋におきましてＢクラスの遮へいと

いうことで、ここには出てきてはいないんですけれどもその辺りの整理

も含めて、別途耐震建物は 30 ですかね。 

0:23:33 そちらの方でご説明させていただくようにいたします。 

0:23:39 はい。規制庁深見です。よろしくお願いします。 

0:23:42 と、あと 1020 ページなんですけど、 

0:23:49 注記の※3 なんですが、 

0:23:55 この部屋の 

0:23:57 1.2Ｓｓ数で、話題にしていたところで要は耐震平均以外の下米、 
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0:24:04 についてなんですけど、 

0:24:07 今後 1.2Ｓｓではここちゃんと説明されると思うんです。で、その前

提。 

0:24:14 というか、1.2ＳｓでこうだったんならＤＢとかＳＡＳｓに対する設計で

はどうなんだっていうところが、 

0:24:27 当然確認することになってしまって、その時に、 

0:24:33 ※3 の注記だけですべてが片づくかっていうのはそういうわけでもなく

てですね。 

0:24:41 この※3 に書いてある内容をもう少し膨らませた形で、どこかの補足説

明なりで、説明していただきたいもしくは 1.2Ｓｓの方に、ちなみにＤ

Ｂではっていう形で、 

0:24:57 東條させてもらってもらってもいいんですけど、ちょっと具体に、 

0:25:03 ここの説明をいただきたいんですけどよろしいですか。 

0:25:10 はい。 

0:25:10 日本原燃菅原です。はい、承知いたしました。はい。1.2Ｓｓ側で今整理

しているところもの中でここも関連する部分ということだと思いますの

でこの辺りの説明につきましても少し整理させていただきます。 
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0:25:31 はい。規制庁カミデです具体的には変形に追従するってのはどういうこ

となのかってどういう根拠があるのかとか、 

0:25:40 相対変位が小さくっていうのが、どのレベルの話を言って、 

0:25:47 いるとか、 

0:25:48 床スラブの変位ってどれぐらいだからいいのかとか、そういうところ、

具体のつ具体のところとその根拠みたいな形で説明してもらえればと思

いますのでよろしくお願いします。 

0:26:07 はい日本原燃菅原です。承知いたしました。 

0:26:14 規制庁カミデですか。あと、1022 ページで、 

0:26:23 だとか、質問ではあるんですけど、 

0:26:27 重要区域の壁、これでいうと、1、2、 

0:26:33 3、4 パラ目ですかね、重要区域の壁のＳＤ地震時に対する評価はあって

あって、 

0:26:42 Ｓｓって何でいらないんでしたっけっていうのが、前も聞いたような気

がするんです。改めて説明してもらっていいですか。 

0:26:51 はい日本原燃菅原です。 
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0:26:54 Ｓｓ時の評価につきましては、基本的には地震応答解析による層として

の評価を行っておりまして、具体的にはですね、 

0:27:07 1020 ページ、 

0:27:10 です。こちらの方、そうですね、こちらの方で重要区域の壁のＳｓに対

する評価というところを記載しております。 

0:27:27 はい。規制庁カミデです。 

0:27:29 で、 

0:27:33 なんかそうなると、この 1020 ページ 21 ページに、 

0:27:43 規制庁菅ですあれか、応答解析部分と、 

0:27:49 豊力解析部分で、 

0:27:53 大分書き方が違うというか、 

0:27:58 そういうことですね。 

0:28:03 はい。 

0:28:04 とりあえず、 

0:28:06 中身としてはわかりました。 

0:28:14 中身としてはわかったんです結局壁がＳＤだけをよく食う。 

0:28:21 解析で見なきゃいけないっていうのは何でなんでしたっけ。 
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0:28:26 日本原燃菅原です。基本的に許容限界の考え方によるものと考えており

まして、 

0:28:35 ＳＤにつきましては短期許容力度というところを確認いたしますので、

層としてのそのせん断ひずみだけではちょっと見れないというところも

ございまして、違うアプローチでの応力解析とし、して評価していると

いうところでございます。 

0:28:56 はい。規制庁カミデさんわかりました。はい。 

0:29:01 4－11 については私は以上です。 

0:29:08 はい。他は規制庁側から、 

0:29:12 国があればお願いします。 

0:29:20 よろしければ、原燃から 4－11 についてコメント対処方針をお願いしま

す。 

0:29:28 はい。日本原燃菅原です。 

0:29:31 初めに図のところのご質問でもうちょっとべ別の補足ではございますけ

れども、そちらの方のちょっと図が少しずれていたというところは、 

0:29:43 わかりましたので、これにつきましてはそちらの修正のタイミングとあ

わせて適正化させていただきます。 
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0:29:52 また、遮へいの機能をですとかあと 1.2Ｓｓ絡みのところにつきまして

は別の補足のほうでちょっとご説明するところも、 

0:30:02 当間関連してきますので、そちらの方の整理の方で案適切に整理してい

くということ。 

0:30:12 考えております。以上です。 

0:30:16 はい。原燃からの回答に対して何か追加でコメント等ある 

0:30:24 方、よろしければ、4－別紙 4－12 について、 

0:30:30 過ぎます、原燃から何か補足して説明することがあれば、 

0:30:37 はい日本原燃菅原です。別紙 4 の 12 につきましては前回から記載の適

正化を図ったものとなっておりますので、特段、ございません。 

0:30:49 はい、それでは規制庁側から事実確認があればお願いします。 

0:31:04 規制庁、カミデです。6 分 2 なかったような気もするんですけど、 

0:31:19 これは別紙 4－12－1062 ページは、 

0:31:25 目次になっていて、 

0:31:31 そのあとに、1074 ページに別紙 1 ってなってるんですけどこれって、 

0:31:40 どういう構成なんでしたっけ、各建屋の 

0:31:44 計算を別紙で出すっていうことなんでしたっけ。 
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0:31:49 はい。日本原燃菅原です。はいおっしゃる通りでございまして、 

0:31:55 はい各建屋の具体的な結果というのは別紙でぶら下がるような構成とな

っております。 

0:32:06 はい。規制庁神です。その時はあれですか、1062 ページの目次に何か出

てくるような気もして、そうなると小鹿伊井のやつも書かなきゃいけな

いんじゃないの。 

0:32:20 なんか検体しか多分ないんでしょうけど、その辺ってどうなってますか

ね。 

0:32:28 日本原燃菅原です。そうですね資料の文章の中では呼び込みの方を入れ

ておったんですけれども、ちょっと目次の方につきましても、他の資

料、 

0:32:41 との整合も少し確認した上でですね、適切に反映したいと思います。 

0:32:52 はい。規制庁古味ですよろしくお願いします。 

0:32:56 あと 

0:33:01 4－12 だけじゃないんですけど、この後機器に評価を、建屋を建てて評

価した形でそのあと機器側を、 
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0:33:12 の評価に移ったりするじゃないですか。そういう意味で、燃料加工建屋

の水平 2 方向は機器側に渡すものってあるんでしたっけ。 

0:33:27 はい。 

0:33:33 日本原燃菅原です。すいません。はい実際ですね立山の方で評価した結

果としまして、迷う確認の部分がございますのでそちらの方は規定側の

方に渡すということになっております。 

0:33:53 規制庁カミデですんで、その辺が 

0:33:57 どこに書いてあるか、説明できますか。 

0:34:02 はい日本原燃菅原です。 

0:34:06 ですね 1070 ページのところで、 

0:34:17 すいません、少々お待ちください。 

0:34:23 すいません。日本原燃菅原です。1072 ページの、 

0:34:29 この（2）のところになります。 

0:34:42 はい。規制庁、上出です。 

0:34:48 それは、この記載だけでいいのかっていう話なんですけど、次回であれ

ば、次回でっていうことを、 

0:34:58 なんだと思いますし、 
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0:35:01 あとは 

0:35:04 基本的に今回建屋の 

0:35:07 建屋の申請っていうのはＦＲＳまでってなって、政変方向ね％レースを

申請書に入れるわけでは多分ないと思うんですけど、 

0:35:17 補足説明レベルでそういうものを出すのか出さないのかみたいな話とか

って整理で聞いてますかね。 

0:35:34 日本原燃土橋でございます。今神谷さんのおっしゃっていただいてる内

容っていうところでその機器が渡すアウトプットの何かこう値というイ

メージ。 

0:35:47 一応、今おっしゃられてますか。 

0:35:51 と規制庁カミデです。まず申請書の記載においては値までは思ってなく

て、どういうものを渡すかっていう意味です。で、 

0:36:02 補足説明レベルでいうとその値を第 1 回の中で、もう出しておくのかど

うなのかっていうところです。はい。 

0:36:13 においネットワークでございます。ありがとうございます。そういった

意味でいきますとどこが対象なのかっていった部分に対しましては、ち
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ょっと今の私どもとしましては先ほど津川が説明した 1072 ページのと

ころでの 

0:36:29 場所といったところを、今、察しているところでございます。 

0:36:35 それが今申請書レベルの内容です。補足説明資料の方においては、 

0:36:41 ここのＶっていったところがもう少し細かく書いてあるというのが今の

補足説明資料の中身になっています。ですのでその部分のアウトプット

といったところは今補足の中でも展開されていないんですけども、 

0:36:54 当然そこの部分の応答結果を引き継いで、きがの評価の方としては今

回、実行司会申請以降で、この上の影響の確認を実施するというふうに

は、フロー図のそういうような流れになってますので、そういったとこ

ろで見えるのかなというふうに思っておりました。 

0:37:12 はい。規制庁神です。まず申請書の記載でいうと 1072 ページの（2）

で、本来であれば 

0:37:22 評価を行うって言ったその先、いやどこどこの家ナンバーの計算書に示

しますっていう書き方になるのが普通で、 

0:37:33 その時にこれは次回ですっていう書き方になるんじゃないかなと思いま

すけど、それはどうですか。 
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0:37:45 はい日本原燃菅原です。はい。そういった、具体的にどういう年紐づく

かというところを少し、はい。表す必要があるかなということでは考え

ております。 

0:38:00 はい。規制庁カミデスとりあえずそのそうですね別紙 4 の、 

0:38:07 何かこの計算者が変わって、その辺は整理をしておいてください。補足

レベルの話はあんまり、ぎりぎりやってもっていう感じなので、とりあ

えずいいですけど、申請書としてはちゃんとか。 

0:38:21 あとこの 1072 ページの表の手前のところに、使用済燃料受け入れ貯蔵

建屋の燃料プールとかっていう言葉が見えて、 

0:38:34 あれって思ったんですけどこれ何でしたっけ。 

0:38:39 はい。日本原燃菅原です。こちらにつきましてはその代表的な部位とい

うことで、ＦＡの使用済み燃料、受け入れ貯蔵建屋のですね、プール壁

の方で、 

0:38:56 今後示すということで、全体像補足の方でも示しておりまして、です。

なのではい。 

0:39:08 燃料プールの方で本を示すという旨を記載したものでございます。 

0:39:16 規制庁カミデです。これはＭＯＸの申請書ですよね。 
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0:39:21 なんか辺りに、再処理の再処理事業の、 

0:39:26 許可を受けた施設の話をされてますけど、何か意味がよくわからないん

ですけど。 

0:39:36 はい日本への投資ですちょっとこの部分我々として先ほど嵯峨から申し

上げた上で全体像といったところで燃料プールのものを今後示していき

ますっていったところを記載してはいますけども 

0:39:49 今改めて読み直すとやはり、若宮さんおっしゃる通り、燃料加工建屋の

お話なので、この部分の記載っていったところは特段なくてもいいのか

なというふうに思いましたので、ちょっと資料の方は、の記載につきま

してはちょっとこの部分を削除した形の方で宮尾させていただきます。

すいません。 

0:40:07 谷本 0 スガワラです。すいません若干補足させていただきますが、基本

的には部位ごとにですね年各支店ごとその選ばれた、その部位について

評価をするというところで、 

0:40:26 今ここ単純に渡ってしまうとそうするとじゃあどの部位を示すかという

ところにもなりますので、少し全体像も踏まえてあと申請上の扱いを踏

まえてのちょっと整理なのかなということで考えております。 
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0:40:46 はい。規制庁カミデです補足説明っていう書類は再処理とＭＯＸあとは

管理も含めて、効率的にっていうことですけど、申請書は当然、 

0:40:58 事業単位で出すものですから 

0:41:03 その辺、 

0:41:09 ちょっとて大分最初に話を入れるんであれば、大分テクニカルになっ

て、その考え方を説明しなきゃいけないし、 

0:41:19 ていうところですね個別にそれぞれ燃料加工建屋で壁もやっておくって

いう話に、 

0:41:28 か簡単な手当であればそれですっきりだと思いますけど、それ以外の方

法を取るんであれば、きちんと考え方を整理していただかないといけな

い。 

0:41:41 いうところですからいろいろお願いします。 

0:41:48 はい。日本原燃菅原です。はい、承知いたしました。 

0:41:56 あと、規制庁カミデです。 

0:42:00 とりあえず、 

0:42:01 4－12 ですかね。12 って言いましたけどこの後の一関東とかその辺も一

緒で、 
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0:42:11 機器側への繋がりみたいなところがちゃんと書いてくださいねっていう

のは共通です。 

0:42:21 逆に言えばそれぐらいしかコメントはなくて、 

0:42:27 私の方からは野辺市長については以上になります。 

0:42:34 規制庁側から、別紙 4 の中に 13 とかですね、下のこの別紙 4 のコメン

トがあればお願いします。 

0:42:53 よろしければ、原燃の方から、コメントの確認と、それと対処方針につ

いて説明お願いします。 

0:43:02 はい。日本原燃の菅原です。 

0:43:05 初めに目次においてのＣのちょっと表現というところにつきましては他

の図書との 

0:43:15 英語も踏まえて少し適正化をすると、いうことをあと、再処理側の建屋

を少し呼び込んでいるような部分もございましたので、こちらにつきま

しては、 

0:43:30 燃料加工施設として苦労するのか、どうかというところを少し整理した

いと思っております。 
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0:43:40 それから阿藤、一関東と隣接建屋の方も含めてですが、機電側へ渡すも

のについて、どういうところで受けるのかというところの、 

0:43:52 記載、つきましても修正していくということで、はい。 

0:43:57 です。はい。異動となります。 

0:44:00 はい。衛藤。 

0:44:02 元の説明に、再コメント等あれば、 

0:44:10 よろしければ、別紙 4 の次なので別紙 5 について原燃から補足して説明

することがあれば流します。 

0:44:20 はい日本原燃伊藤です。 

0:44:22 では引き続きまして別紙 5 の方へ説明したいと思います。 

0:44:26 ページですけれども 1168 ページ。 

0:44:31 以降が別紙 5 で、こちらで補足ベースで項目の抽出ということでまとめ

てございます。 

0:44:37 内容としましては昨日までにご説明しましたので資産とか、そういった

もので基本設計方針から、 

0:44:44 どのように添付書類に展開されるか、こちらの方をまとめたものでござ

います。 
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0:44:50 ですねちょっと昨日のヒアリングを踏まえまして内容確認したんですけ

れども、1185 ページになりますけれども、 

0:45:03 こちらの 77 番ですかね。 

0:45:08 遮へい機能閉じ込め、機能閉じ込め機能効率施設というのはあるんです

けれども、その中の添付書類の中に、気密性の維持とか、ちょっとそう

いった話があります。ちょっとこれについてはもう明らかな動きなの

で、修正したいと思います。 

0:45:25 こちらの中身については、宇部市さんの修正とあわせて、 

0:45:33 見直しをかけていきたいと思います。 

0:45:35 あと、 

0:45:37 ちょっとこちらから最初にとくべきと思いまして、1196 ページ、ちょっ

とご覧いただきたいんですけれども、 

0:45:48 こちら 1196 ページの方で計算機のプログラムの概要ですか、そちらの

方の補足の説明。 

0:45:56 資料は必要だということで整理しております。 

0:45:59 こちらの中身なんですけども、基本設計方針とはちょっとひもづかない

内容でして、こちら 
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0:46:08 有井のをですね 

0:46:13 基本設計方針とか倍という形にさせていただいております。 

0:46:17 ちょっとここで、こういった整理をしてるところで、あと 1200 ページ

ですね。 

0:46:24 1200 ページにおいて、最終的な結論、下の方になるんですけども、 

0:46:31 基本設計方針から展開で抽出された補足すべき事項等発電炉の補足説明

資料の追加で補足すべき事項はないといった形でまとめておりまして、 

0:46:43 さっきの 1196 ページですか、ちょっとこちらの方の記載については、

ちょっと注釈といえるよとか、ちょっとそういった修正が必要かという

ふうに考えてございます。 

0:46:55 はい。別紙 5 について、ちょっと事前に確認した結果と説明しました。

中身の方についてご確認をお願いします。 

0:47:04 日本原燃カサモですけど、昨日の別紙 3 で、再処理の補足説明資料で、 

0:47:12 ＭＯＸで必要ないものが書いてたものについて今別紙 5 にも書いてあり

ますので、その辺は、別紙 3 の確認、別紙 5 の確認、並行して今実施し

ていってます最初にそれだけをお話しさせてもらいました。 
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0:47:26 はい。それでは、討議事項について、規制庁側から事実確認があればお

願いします。 

0:47:36 はい。規制庁カミデです最後にカサモさんから言っていただいたとこ

ろ、説明あるかなと思ったんで、最後に言っていただいてよかったわけ

です。で、 

0:47:47 その前の 1196 ページの計算機プログラムの話が、基本方針とひもづか

ないっていうのが、ちょっと 

0:47:57 にわかにはよくわからなくて、 

0:48:01 何か、 

0:48:02 妥当性を確認したプログラムでありますみたいな話は、 

0:48:07 多分、ガイドには書いてあるし、 

0:48:12 何か、どこかしらに書いてあるんじゃないかなっていう気はしますけ

ど、 

0:48:19 ないなら、逆にあった方がいいんじゃないのって気はしますけど、その

辺、基本方針側に書いておいた方がいいんじゃないと思いますけどその

あたり、 
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0:48:30 と日本原燃カサモです。今、基本設計方針から添付書類の展開を行っ

て、補足説明資料の展開という形で、 

0:48:40 別紙 5 を整理してるんですけど、計算機コードの対応について、発電炉

は各添付書類の一番最後に、 

0:48:48 耐震や笠谷それぞれにつけてるんですけど今日本原燃でちょっと添付書

類の整理を、計算機コードの説明書って形で、別の計算書を起こす整理

にしていて、 

0:48:59 で、当期業績方針からの繋がりっていう観点でいくと、ちょっと計算コ

ードを用いて計算しているところから、すべて繋がるんですけど、ちょ

っと今この別紙 5 の整理で、衛藤加来。 

0:49:11 耐震だけじゃなく他のところも、そういったその基本設計方針からの繋

がりという点で整理できてないので、ちょっと特殊な別紙 5 の整理にな

ってます。 

0:49:21 説明を伊藤から実施したところでアメリカは違和感を感じてるのはご最

もだと思いますが、現状今、そういう整理をしていますという説明にな

ります。 

0:49:34 はい、規制庁岡部です。わかりました何か手当をされるっていうところ

でそれをまず見て、思い 
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0:49:43 等、 

0:49:46 あと 1 件ぐらいかな、1000、 

0:49:49 1201 ページの、 

0:49:53 上から、 

0:49:55 4 列目かな、遅く退散っていうところで、耐震建物の 13、 

0:50:01 ていう補足説明のタイトルは、 

0:50:05 あって、これって地下水位の設定についてみたいな名前のやつだったか

なと思いますけど資料名変えるってことですか。 

0:50:19 日本原燃伊藤です。ちょっと確認させてください。 

0:50:53 すいません日本原燃伊藤です。 

0:50:59 ですね 

0:51:01 中身として説明したいことが浜の方ありますけども土木構造物液状化に

伴う綺麗に設備の影響から人間が様です今提出してる。 

0:51:11 補足説明資料の名称がすると考えますんでこの別紙 5 が、 

0:51:15 ちょっと間違って再確認してちょっと修正いたします。 

0:51:24 はい。規制庁上井です。 

0:51:30 これ、貴殿の話なんですか。建物じゃなかったっけ。 
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0:51:34 耐震綺麗。13。 

0:51:36 本当は書きたかった。建物 13 であってです。 

0:51:48 すいません日本原燃佐川です。 

0:51:50 聞こえてます。申し訳ないです。 

0:51:55 はい。ご意見も、はい。 

0:51:57 ちょっとこれ、ちょっと正しい答えになるかわかんないんですけど、道

道周りのところっていうところで先ほど内野カサモが申しました通りそ

この液状化っていうことが、 

0:52:08 もし示す資料であれば、そこの時、再処理側で言いますとそこの中にあ

るものっていうところの影響度合いを示す必要があるというところで床

をということになってくると、 

0:52:19 そうなったときに、昨日からいろいろ議論してるんと、ＭＯＸ側のドウ

ドウないってなると、2 分の 1ＳＤの設備があるよということになって

るので、そこを示すってことで書いてるんであれば、 

0:52:30 補足として、結果までは示すことにはならないので、そのＦＲＳ影響を

どうするかこうするかっていう意図で書いてるのかなということで今こ

れは見てたっていうところでした。 
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0:52:40 ちょっとそこは再処理と、糖度。 

0:52:43 ボックスが位置付け違いますしそこの労働さんの考え方っていうのは先

ほどからも申しました通り、整理した上で回答しますというところで

す。以上です。 

0:52:59 はい規制庁、上出です。 

0:53:12 えーっとですね。 

0:53:13 まず、 

0:53:16 今もらってる資料としての耐震建物 13 っていうのは設計用地下水の設

定についてという資料で、 

0:53:25 もらってて、これは、 

0:53:31 しばらく、新しいのが来てないんですけど、 

0:53:36 何か内容的には 

0:53:39 液状化とかそれに関係する内容だったと思っていて、 

0:53:47 何か、 

0:53:48 私が思っているこの内容と、今説明された内容っていうのが、前、要は

前耐震建物 13 としてもらってた資料の、 

0:53:59 会計版なのかっていうところがちょっと理解できないんですけどそれは 
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0:54:05 同じっていうかその内容の会計版ということなんですか。 

0:54:17 これ間違ってんだ。 

0:54:19 うん。日本原燃伊藤です。耐震建物 13 につきましてはカミデさんがお

っしゃる通り設計地下水の設定、去年 7 月 9 日に提出しているもので

す。 

0:54:31 ちょっとここに書いてる番号、梶田でも 13 というのは間違ってるかと

思いますのでちょっとそこは確認して、修正するようにいたします。 

0:54:46 はい。規制庁上手です。わかりました。その辺は整理をしてください。 

0:54:52 その上で今この地震の資料に書いてある、 

0:55:02 今、この何、何て言うんすかね、別紙 50。 

0:55:06 3 の中の補足田井さん。 

0:55:09 ていうのは 

0:55:12 あれですか燃料加工建屋及び冷却塔となってすごい第 1 回で、 

0:55:18 の申請対象に限定したようなタイトルになっているんですけど。 

0:55:25 これは、 

0:55:27 どういう資料なんですかね。 
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0:55:30 とりあえずあれですか、今まだレビジョンても我々受け取ってないもの

だと思っていいんですかね。 

0:55:40 日本原燃カサモですちょっと大変申し訳ありませんが再処理の、 

0:55:45 別紙 5－③を見たら、ところの補足説明資料は、ちょ、 

0:55:51 えと遅く、バーにしてますこれ返して補足説明資料を出すものにしてな

いところでした。 

0:55:59 ボックスとして、ここで補足説明資料を作るという意図で書いたもので

はありませんので、ちょっと衛藤。 

0:56:10 同じ番号の補足説明書で大変混乱させてしまったんですけど、あと、再

確認して必要な補足資料があれば、新規で出しますし、必要かどうか確

認して、 

0:56:20 後を修正してご説明させていただきたいと思います申しわけありませ

ん。 

0:56:27 はい。規制庁カミデですなんかこれ以上でも、確かに空中戦になりそう

なのでまた別途整理していただくとともに資料が増えたりなんだりって

いうな名前が変わったりっていうことであれば、 
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0:56:42 別途ちゃんとスケジュールとして示してもらえればと思いますのでよろ

しくお願いします。 

0:56:48 私の方から、 

0:56:50 別紙 5 については以上です。 

0:56:55 はい。他、規制庁側から引き分について確認があれば、 

0:56:59 ます。 

0:57:08 よろしければ、原燃からコメン等の確認等対処方針の説明をお願いしま

す。 

0:57:14 はい日本原燃の伊藤です。 

0:57:16 まず計算コードの記載ですけれども、基本設計方針のところに記載がな

いといったことで、 

0:57:24 整理してるんですけれども実際設計方針で読めるところがあるかとか、

少し 

0:57:34 ただいまないと書いてるところについては、手当をするようにしたいと

思います。 

0:57:39 耐震建物等ですと、計算コードのところは現状、いろんなすし条文の基

本設計方針から、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:57:48 整理していく、こういう形で今整理してますので、その業績方針から紐

づけをするかどうかってのは全体を含めて、整地マニュアル等を一通り

整理するってのはちょっと間違いですので、ちょっと検討させてくださ

いすいません。 

0:58:02 日本原燃伊藤で失礼しました。 

0:58:05 あと、先ほどの耐震建物 13 の資料ですねこちらについて、 

0:58:14 木製必要なものがあるかないか、そこについて確認し、もう一度確認し

て記載のほうを見直したいと思います。はい、以上になります。 

0:58:22 あと日本原燃笠間です。別紙 3 の、 

0:58:25 パンに加えて、戸部さんも含めてですけど、現状提出している。 

0:58:31 補足説明資料等、 

0:58:33 番号名称が合っているか、内容再確認いたしますすいません。 

0:58:42 はい。 

0:58:43 江藤元以上でしょうか。 

0:58:48 はい、以上になります。はい。江藤。元の改定について、規制庁側から

補足でコメント等あれば、 

0:58:56 よろしいですかね。 
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0:58:58 よろしければ最後別紙 6 についてですけれども、別紙の方について、 

0:59:04 原燃から独立して説明することはございますでしょうか。 

0:59:09 はい。日本原燃伊藤です。 

0:59:11 こちらの方別紙 6－①につきましては、全体から第 1 回申請範囲を整理

したものでして、緊急時対策所の記載除いては第 1 回で申請する。 

0:59:24 するといった整理になってございます。 

0:59:26 あと、別紙、すいません 6－②の方ですけれども、ちょっとこちらの方

の内容について、ちょっと誤記等ありますので、したいと思います。 

0:59:38 1240 ページを見ていただきたいんですけれども、 

0:59:46 はい。 

0:59:48 こちらは昨日も議論させてご指摘いただきました風の組み合わせの留意

事項ですね。 

0:59:55 ちょっと主語が明確になってないといったことで、ご指摘受けたところ

ですけども、この中では閉ですねについては、これ重大事故と対象施設

に関する記載でして、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:00:09 第 1 回、すいません、変更前に書くべき内容じゃないといったことで、

こちらの方はもう明らかな間違いといったことで、修正、削除するよう

に修正したいと思います。 

1:00:22 その他、1200、1228 ページいただきたいんですけれども、 

1:00:35 ちょっとこちらの方は記載の考え方といったことで、ちょっとご説明し

たい内容です。変更前（2）の記載なんですけれども、 

1:00:47 変更後で耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類と

いったことで、ＡとＤのと、発生の内容を記載してございます。 

1:00:58 それで変更前の方で同じくタイトルについては、重要度分類と重大事故

等対象施設の設備分類といったことで、 

1:01:10 変更前重大事故等対処施設の設備分類はないんですけども、こちらの方

については記載しております。 

1:01:17 次のページで実際、重大事故等対象施設の設備分類は、記載をしない

と、ちょっとそういった整理でまとめておるところでございます。 

1:01:29 こういった点について最初にご説明させていただきました。以上です。 

1:01:35 はい。規制庁側から、議事録について確認があればお願いします。 
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1:01:43 規制庁神です。今説明があった 1228 ページ変更前のタイトルどうする

かっていうのは 

1:01:55 普通はないんじゃないのと思いつつそちらの流で決めてもらえればと思

いますので、そちらで全体精査いただければと思います。 

1:02:06 主力関係については外部事象とかでもいろいろ話をしていて耐震側には

ねるような、 

1:02:17 修正点何、確認事項がいろいろ出てきてると思いますんで、適切に耐震

側で反映してもらってっていう古藤ぐらいです。 

1:02:29 阿藤説明あった以外にも誤記みたいなところはあってですね、 

1:02:36 ちょっと精査不足かなっていう感じがしますんで、 

1:02:40 ルールに基づいて、あとはちゃんとコピペするのはちゃんとペイしまし

ょうというところだと思いますけど、きちんと確認して、作っていって

もらえればと。 

1:02:53 思います。 

1:02:55 私の方からはそのぐらいです。 

1:03:04 か、規制庁側から確認があれば、 
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1:03:11 よろしければ原燃から今ほどのコメント等に対する対処方針について説

明お願いします。 

1:03:18 はい日本原燃伊藤です。 

1:03:20 ご確認ありがとうございました。ちょっとまだうちで見つけられてない

動きとあるということなんで中身については、しっかり精査したいと思

います。 

1:03:32 あとあの変更前変更後の記載につきましても、また条文との横並びとい

うか、そういったところも踏まえて今後修正していきたいと思います。

以上になります。 

1:03:45 はい。今の回答について、補足で確認があれば、 

1:03:53 はい。よろしければ、本日予定されていた資料は以上かと思います。衛

藤。 

1:03:59 今日のヒアリングを通してですね、不開示情報等の発言がなかったか原

燃から確認をお願いします。 

1:04:10 はい。日本原燃伊藤です。不開示情報の提示がなかったというふうに

か。 

1:04:16 ありませんでした。以上です。 
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1:04:19 はい。 

1:04:20 それでは、本全体を通して何か原燃から確認、もしくは規制庁側から原

理にコメント等があれば、 

1:04:34 規制庁、上手です。 

1:04:38 2 日にわたっていろいろ細かいところもお話をさせていただいてあとは 

1:04:45 レビューをちゃんとするためにな、中のコミュニケーションをとってく

ださいみたいな話もしましたけど、 

1:04:54 その辺を踏まえて今後どうしますかっていうスケジュールの話なんです

けど、何か考えはありますか。 

1:05:09 はい。日本原燃伊藤です。 

1:05:11 まずご指摘いただいた点について、ちょっと確認するとともに全体にわ

たって、ちょっと資料の修正の方が必要かと考えております。 

1:05:23 その上で、レビューもしっかりしてもらいたいということで、ちょっと

こちらで考えてることについてもきっちりレビュアーに説明して、 

1:05:34 後の修正をしていきたいと思います。 
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1:05:37 ちょっとスケジュール的なものについてはちょっと今すぐ、なかなか言

えないんですけれども、中身しっかりしたものを早く出せるようにちょ

っと準備していきたいと思います。 

1:05:49 以上です。 

1:05:50 日本原燃、笠間です。2 日間どうもありがとうございました。 

1:05:55 衛藤。 

1:05:56 ちょっとコミュニケーション不足で観点が不足して私がレビューしきれ

なかったっていうのが、ちょっと非常に反省がありまして、衛藤、そこ

については、作業途中から議論に加わって、 

1:06:07 地震地盤、 

1:06:09 含めて、しっかりレビューして、 

1:06:12 北井と私のスケジュールにつきましては、年、ちょっと時間かかりそう

だなという気もしましたのでちょっと別途連絡という形にさせていただ

きたいと思います。あとこの観点は、 

1:06:21 宇都ボックスの、 

1:06:23 関係者でさ今後、 
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1:06:25 今、最初に資料作ってますんでその再処理の関係者にもしっかり伝え

て、 

1:06:30 江藤は展開していきたいと思ってますすいません。ありがとう、ありが

とうございました。 

1:06:39 はい。規制庁、カミデです。全体っていう意味だと耐震以外のやつ、00

シーズも全部をヒアリングやったかというとそうではないという状況。 

1:06:53 ていうところもあって 

1:06:56 とりあえず今の段階ではスケジュールは 

1:07:00 話せないっていうことではあったのでまた別途ご連絡いただければと思

います。 

1:07:07 昨日の 

1:07:09 機能で 27 期のですかね。社長の記者紺野。 

1:07:13 発話内容とかを我々は理解しては、言いますけども、 

1:07:19 具体的にめどは見通しというか予定が、例えばまた改めて、 

1:07:27 連絡をください。また資料は大部になってしまって、それをちょっと確

認させてもらう時間を取ってまたヒアリングっていうことだと、 

1:07:38 思いますのでよろしくお願いします。 
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1:07:43 はい。日本原燃伊藤です。はい。 

1:07:46 承知しましたもう、 

1:07:50 きっちり取りでした資料をお出ししたいと思います。以上です。 

1:07:56 はい、規制庁カミデいいですか。あとですね、それ以外の 1.2Ｓｓにつ

いてはそう。ええ。 

1:08:07 ゴールデンウィーク明けっていう話で、それ以外 

1:08:13 補足については再処理とＭＯＸは共通でいろいろ補足があってそれで

も、 

1:08:21 進めていかなくちゃ、話を聞かなくちゃいけないんですけど、一方でな

かなか再処理の方の作業の、 

1:08:32 やり方というか、その辺が思わしくなってですね、昨日、我々の管理官

ところとそちらの 

1:08:43 上役の方で面談をしてみたいな話もあったので、 

1:08:50 それを踏まえると、今のところあれですかね、1.2Ｓｓ以外の補足説明に

ついての見通しっていうのは今日の段階では特に、 

1:09:00 説明はしてもらえないっていう状況ですよ。 

1:09:07 日本原燃谷口です。 
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1:09:08 1.2 は昨日お話をさせていただきました。それ以外の補足でＭＯＸ単独

でご用意をする。 

1:09:18 予定の資料につきましてはあれはいつだったかな。希望通り昨日かな。 

1:09:23 改めてスケジュール出させていただいて、こんな形でということでお示

しをさせていただいています。 

1:09:31 一方再ｍっていうタイトルで、 

1:09:37 用意をしている補足については、今ちょっと社内で改めて検討している

ところですので、ちょっとその取り扱いについては社内の取り扱い決ま

り次第、改めてご連絡をさせていただければと思います。 

1:09:53 はい。規制庁カミデですかよろしくお願いします必要なレビューは当然

ｂｏｘの最初にもしていただかないといけないという、一方、 

1:10:06 効率的にっていうところもありますから 

1:10:10 まずは社内で 

1:10:12 お話を詰めてもらって、連絡いただければと思います。私の方からは以

上です。 

1:10:19 はい。 

1:10:20 そっから、全体通して、確認等あれば、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:10:29 うん。 

1:10:30 よろしければ本日のヒアリングは終了したいと思います。お疲れ様でし

た。 

1:10:36 ありがとうございました。 

1:10:38 ありがとうございました。お疲れ様です。 

 


